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I 

要   約 

1. 背景 

カンボジア政府は、今後の税収増加を目的に「歳入動員戦略 2014-2018 年」を策定した。

同戦略においては、年率対 GDP 比 0.5％の歳入増を目標値として掲げ、2011 年の対 GDP

比 13.2％から 2018 年には 16.5％に引き上げることとしている。そのために必要な施策

として、税制改革と効率的な税務行政を掲げており、税収増加につながる効率的な税務

行政の観点から、まず短期的な課題として納税者登録の改善、税務調査の改善、滞納の

削減、コンプライアンス向上を必要とした。また、同時に当該戦略では IT の有効活用

の必要性もうたっている。 

このような背景のもと、カンボジア租税総局長（Director General : DG）は独立行政法人

国際協力機構（Japan International Corporation Agency : JICA）に対しカンボジア税務行政

の「近代化・自動化」のため IT マスタープランの策定を依頼した。数次にわたる JICA

と租税総局（General Department of Taxation : GDT）との協議を通し、JICA は IT マスタ

ープラン策定のために現状の課題分析を行い、それらに対する今後の解決策の方向性及

び実施に向けての提言を行うためのロードマップが必要と考え、調査団を派遣し本ロー

ドマップを作成した。 

 

2. 本業務の調査フロー 

本業務の調査フローは以下のとおりである。 

 

事前準備
H.26.1月下旬

【1】GDTに関する各
種政策及びIT利活用
に関する情報収集整
理
【2】GDT側ニーズの
把握

【3】インセプ
ションレポート
（案）の作成

【4】貴機構への
インセプション・
レポート（案）の
説明・協議

第一次現地調査
H.26.2月上旬-2月下旬

【5】GDTに対する調
査趣旨説明

【6】GDTを取り
巻くIT環境・制約
条件の検討

【7】情報通信イ
ンフラ環境の調査

【8】予算配賦状
況の調査

【9】情報通信関
連の人的資源の状
況

【10】接続される
関連省庁のシステ
ムについての調査

第一次国内作業
H.26.3月上旬

【11】業務量調査準
備作業
【12】業務量調査の
方向性に関する貴機
構との協議

第二次現地調査
H.26.3月中旬-4月上旬

【13】現行業務フ
ローの整理
【14】業務量分析の
実施
【15】既存法令の明
確化・処理作業解析

【16】ドラフト・
ロードマップの策定

【18】ドラフト・
ロードマップに関
するGDTとの合意

第二次国内作業
H.26.4月上旬-5月中旬

【19】インテリム・
レポートに関する貴
機構との内容協議

第三次現地調査
H.26.5月中旬-6月上旬

【20】現行業務フ
ロー及び既存法令処
理の明確化の詳細実
施
【21】現行システム、
データの収集内容及
び活用状況に関する
詳細調査

【22】今後のIT化
方向性オプション
の提示

【23】外部委託す
る場合のTOR案作
成

【24】ドラフト・
ロードマップ
（案）に基づくス
ケジュール・
フェージング

第三次国内作業
H.26.6月上旬-6月中旬

【25】ドラフトファ
イナルレポート案の
作成
【26】貴機構へのド
ラフト・ファイナ
ル・レポートの説
明・協議

第四次現地調査
H.26.6月下旬-7月中旬

【27】ワークショッ
プの開催
【28】ドラフト・
ファイナル・レポー
トの内容に関する
GDTとの合意

第四次国内作業
H.26.7月中旬-8月上旬

【29】ファイナルレ
ポート最終化

前提条件確認 業務量調査・ロードマップ策定

【17】ワーキン
グ・ペーパーとり
まとめ
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II 

3. 近代化・自動化のビジョン及びゴール 

税務行政の近代化・自動化を進めるにあたり、そのビジョン及びゴールを明確にするこ

とが重要である。調査団は GDT 側と議論を重ね、以下を近代化・自動化のビジョン及

びゴールとして確認した。 

「税務行政の最も基本的な機能である納税者情報管理、申告・納税手続、税務調査、債

権管理の各業務において、業務改善を図ることにより税収増を果たす」 

 

4. あるべき姿、現状課題、及び解決策 

納税者情報管理、申告納税手続き、税務調査、及び債権管理業務における(1)あるべき姿、

(2)共通課題、(3)課題に対する解決策を以下に示す。 

(1) あるべき姿 

1) 納税者情報管理 

適正に税を徴収するため、納税者を把握し、正確な納税者基本情報を維持管理

する。迅速に各種証明書を発行し、円滑な事業活動をサポートする。 

2) 申告・納税手続 

適切な内部処理のため、申告等と納税段階で保有する納税者情報を照合する。 

3) 税務調査 

適正な申告納税が行われているか調査し、納税者のコンプライアンスを高める。 

4) 債権管理 

国税債権について適切に管理する。また、期限内に納付を行わない者に対し滞

納処分を執行し、確実に徴収する。 

(2) 共通課題 

1) 手続の標準化 

各業務における手続が明確化・標準化されていない。その為、非効率な業務と

なっている。 

2) 情報共有の促進 

GDT 内部及び外部（関連省庁及び省庁外民間企業）との情報共有が不十分で

ある。 

3) 手続の簡素化 

各業務においてダブり・冗長なプロセスが発生し、非効率な手続きとなってい

る。 

4) 啓発・広報の促進 

納税者としての義務及び義務を果たさなかった場合の法的措置に関する啓

発・広報が不十分である。 
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(3) 課題に対する解決策 

 

  

項目 NO 課題 リスク・デメリット NO 解決策 具体案

4.2.1 不完全な納税情報維持管
理手続き

①手続きが確立されていないため、公平か
つ適正な課税及び徴収ができていないおそ
れがある。
②「態様区分」などの必要情報が管理され
ておらず、不正確な登録情報が放置されて
いるため、最新情報の確認が必要となり非
効率である。

5.2.1 納税情報維持管理手続の
標準化

①MOC等の関連省庁、民間企業との納税

者情報に関わる定期的照合手続きを設定す
る。
②GDT内部での納税者情報の登録および更

新時の適切な確認手続の設定を行う。
③納税者情報の定期的クレンジングを実施
する。
④態様区分による管理を実施する。
⑤上記手続きのモニター機能を構築する。

4.2.2 不十分な情報共有（GDT
内、外）

①関連省庁からの情報入手が容易でなく、
非効率な手続きとなっている。
②入手情報についてもGDT内で有効活用さ

れておらず、納税者情報の正確性の担保が
十分はかられていない恐れがある。

5.2.2 情報共有の推進 ①関連省庁との情報共有手続の標準化し、
情報共有時のフォーマット統一による効果的
な情報共有の推進を図る。
②ハードデータもしくはスキャンデータ利用に
よる情報共有の推進を図る。

4.2.3 手続のダブリ、非効率 VAT Certificateの取得手続に関して長時間

要しており納税者サービス上、問題が生じて
いる。

5.2.3 決裁手続きの簡素化、重
複業務の解消

①決裁条件を見直し上長不在時における決
裁委任を検討する。
②LTD/BranchとTSTADでの確認業務の集

約を検討する。
③VAT不正取得者に対する罰則を強化す

る。

4.2.4 啓発・広報の不備 納税者より異動の届出がなされることは少
なく、本来不要である住所の実地確認作業
が生じている。

5.2.4 異動情報の届出について
周知徹底を通した啓発・広
報の推進

①納税者から質問を受けた際に異動届の必
要性の有無確認を行う。
②異動情報の未届についてペナルティが課
される事を納税者に周知徹底する。

4.3.1 不明確もしくは不統一な手
続き

申告受付時の対応が不統一なため不効率
な事務手続きが行われている恐れがある。

5.3.1 申告・納税手続の標準化 各税務署における窓口での申告受付時の役
割および手続きを一定の範囲で明確、統一
する。

GDT内のデータベースが統合されていない

ため、必要情報の取得に時間を要している。

GDT内のデータベースを統合する。

納付税額の内訳が不明な税金振込書が納
税者から提出される場合があり確認作業に
時間を要している。

①税収納取扱金融機関と連携して、税金振
込書の様式を統一し納付税目を明らかにす
る。
②税収納取扱金融機関から入手する入金
データをExcelファイル等に変更し、税金振込

書との消し込みのシステム化を検討する。
GDTによって提供されている申告書作成

ツールが限られているため、簡単・迅速に申
告書作成ができない。

簡単・迅速に作成できる申
告書エクセルフォーマットの
Web等から納税者への提

供

申告額が算出可能なエクセルフォーマットを
Web等から納税者に配布し、納税者の利便

性を図るとともに申告書上の計算エラーの発
生リスクを抑える。

現在のSASには、申告情報から納税額を算

出するような高度な計算機能はないため間
違った税額がSASに入力されても発見でき

ない恐れがある。

税額計算機能の追加 計算誤り者  を効率的に抽出するため、申告

書と添付資料の整合性が図れ、それら申告
情報から正確な納税額を算出する機能を
SASに付加する。

GDTとして各申告税額についてすべて網羅

的に確認を行う体制となっていない。

納税申告受付業務の役割
の明確化

申告税額の確認作業のダブリまたは漏れを
防ぐための確認作業をどの部署が責任を
持ってどこまで行うか明確にする必要があ
る。

インフラが整っていないことからGDT全体で

統一的なデータ管理ができていない。

申告書等のソフトデータの
管理

スキャン作業の中央処理化（Data
Processing Centre）は作業の効率性、網羅

性の観点から望ましいといえる。

納税者情報管理

申告納税手続き

4.3.2 不十分な情報共有（GDT
内、外）

5.3.2 情報共有の推進

4.3.3 手続のダブリ、非効率 5.3.3
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IV 

 

 

5. IT マスタープラン策定に向けて 

今後、カンボジア税務行政の情報システムを整備するために、ロードマップに基づき、

一次開発及び二次開発の計画を含めた IT マスタープランを策定していくことが必要と

考える。 

ここで一次開発とは、ロードマップにおいて提言された業務プロセス検討（BPI）を行

うことにより、短期において ITによる対応が可能と考えられる事項を示すものである。

一方、二次開発とは、同じくロードマップにおいて提言された BPI を行うことにより、

中長期において IT による対応が可能と考えられる事項を示すものである。 

項目 NO 課題 リスク・デメリット NO 解決策 具体案

調査対象企業の選定基
準・調査手続きの明確化お
よび標準化

税務調査対象企業の選定ガイドライン及び
税務調査手続を明確にする。

マニュアル整備 税務調査についてGDT共通のマニュアルを

整備し、調査内容について一定の品質が保
持されるようにすべきである。

①GDT内のデータベースが統合されておら

ず、税務調査担当者が個別に他部署に情報
を依頼し取得に時間を要している。
②SASに入力された申告書情報もアクセス

権限が限定されており必要情報を容易に利
用できていない。

①各企業の財務情報や税務申告データにつ
いて、Tax Return Processing Bureau等と間

で課税事績検索機能等ITを活用した情報の

共有を推進すべきである。
②役職に合わせた閲覧権限等一定のアクセ
ス権を付与する。

GDT内の情報共有が不十分なため不正確

かつ非効率な税務調査となっている。

税務調査結果の開示基準を策定し、関係部
局による当該情報へのアクセス権の付与を
一定のセキュリティのもと行うべきである。

税務調査に必要な情報交換にかかわる正
式な取り決めが関係省庁等とGDTの間で定

められていないため、効果的・効率的な調査
ができていない。

関連省庁から、どのような情報を、どのような
方法で入手すべきかの手続きをGDT及び関

連省庁間で決定し、将来的にGDT外も含

め、電子データにより情報の共有が行われ
ることが必要である。

税務調査を複数の部局で行っており、納税
者のコンプライアンスコストが高くなってい
る。

同一納税者への税務調査を複数の部局で
行っているため調査分担を見直すことが望ま
しい。

Re-assessment Reportの承認に関し多数の

決裁プロセスを要しており納税者への
Assessment Letterの発送までに長時間を要

している。

税務調査結果の決裁プロセスに関して見直
しを行い、簡素化を検討する。

VATのクロスチェックは手作業となっており

作業効率は悪く、多くの時間・人員を要する
作業となっている。

ＶＡＴクロスチェックシステム
導入

SALES RECORD/PURCHASES RECORDの

エクセルフォームを作成し、そのエクセル
フォームを取り込み、マッチング処理が可能
なシステムを構築する。

4.5.1 不統一な手続き 債権管理手続きが標準化されておらず、非
効率な作業となっている。

5.5.1 手続の標準化 債権管理部門の役割を再度確認し債権回収
の促進を図るために何が必要か、もしくは不
足しているか手続きを見直す必要がある。

4.5.2 不十分な情報共有（GDT
内、外）

納税者情報について関連省庁および税収納
取扱金融機関から情報の取得が、適切に行
われていない。

5.5.2 情報共有の推進 MOCや GDCE等の他省庁との情報共有につ

いてどのような情報をどのような方法により、
どういう頻度で行うか枠組みを構築する 必要

がある。

4.5.3 手続のダブリ、非効率 債権督促のレターについてはGDT自らが納

税者を往訪している。

5.5.3 手続の簡素化 債権督促レターによる督促方法について効
率面から考えると以下の手順の方が効率が
よいと考える。
① 電話またはメールによる連絡
② 郵送による督促状の交付
③ 税務職員による督促状の手交

4.5.4 啓発・広報の不備 実効性の弱い債権回収対応は納税者の納
税義務に対するモラルハザードを引き起こし
ている恐れがある。

5.5.4 啓発・広報の推進 納税者の期限内納付・追徴税額納付の意識
向上を図るとともに、納付しない場合はペナ
ルティがあることを周知徹底すべきである。

5.4.1

債権管理

税務調査 4.4.1 不統一な手続き 税務調査対象企業の選定方針・基準及び税
務調査手続が明確化されていないため、公
平・公正な税務調査を実施する上で問題が
ある。

4.4.2 不十分な情報共有（GDT
内、外）

情報共有の推進

4.4.3 手続のダブリ、非効率 5.4.3 手続の簡素化

5.4.2
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6. 結論 

今回の調査を通じ、GDT が DG の号令のもと税収増加及び納税者サービス向上に向け業

務改革に取り組んでいる姿勢が確認された。また、本調査を通して調査団より報告され

た課題及び今後取り組むべき対応策について、いくつかの点1で取組や検討が始まって

いることも確認しており、その点についても GDT の改革が進んでいることを確認する

とともに本調査が少なからず GDT に対して貢献できたものと自負している。 

IT 投資は一般に多額の投資が必要となるため、その予算確保とともに稼働後の成功に向

け、要件定義等（システム要件定義、調達、設計・開発、テスト・教育及び運用・保守）、

十分な検討を必要とする。また、そのためには各現場職員の協力が必須となる。さらに、

今回のロードマップを通し、各職員が最終目的を共有し、より GDT が一丸となり取り

組めるようトップからメッセージを送るとともに、職員をその方向にむかせるマインド

セットが必要と考える。 

 

  

                                                           
1 納税申告書のエクセルフォーマットの一部提供の開始、VAT クロスチェックで使用する Sales Record/Purchases Record

のエクセルフォーマットの開始、郵便やメールを利用した督促方法について法改正の検討開始、ワークショップを通し

て他省庁との情報共有の推進開始等 
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第１章 プロジェクトの背景・目的 
 

1.1 プロジェクトの背景 

カンボジア王国（以下、カンボジア）では、経済成長等を背景に近年税収が増加してきた

が他 ASEAN 諸国と比較すると、申告納税制度に基づく税務行政が不十分な上、納税者の納

税意識の低さも相俟って国税の税収割合は低い（参考：対 GDP に占める歳入の割合:カンボ

ジア 10％以下、タイ 16％、ベトナム 14％）。また、WTO への加盟や経済統合の進展にあ

わせ、関税収入の低下が見込まれる中、商業省（Ministry of Commerce : MOC）が管理して

いる企業情報の効果的な共有を通じた納税者ベースの拡大、税務調査の強化、啓発やクレ

ーム対応等の納税者サービスの改善等税収増加のための行政強化が必要な状況にある。 

カンボジア政府は 2004-2015 年の予定で実施中である「公共財政管理改革プログラム」にお

いて、公共財政管理に関する各種改革を推進しているが、その中でも主要重点項目のひと

つである信頼できる予算や、財政のアカウンタビリティ向上の観点から、税務行政の改善

が不可欠な取り組みとなっている。また、カンボジア政府は「歳入動員戦略 2014-18」を 2013

年 7 月に実施された総選挙後に国家戦略として承認する予定であった。同戦略においては、

年率対 GDP 比 0.5％の歳入増を目標値として掲げ、2011 年の対 GDP 比 13.2％から 2018 年

には 16.5％に引き上げることとしている。そのために必要な施策として、税制改革と効率

的な税務行政を掲げている。 

「歳入動員戦略 2014-18」では、効率的な税務行政の観点から、まず短期的な課題として納

税者登録の改善、税務調査の改善、滞納の削減、コンプライアンス向上が必要としたうえ

で、次の７つを早急に改善すべき項目としている。①全国統一納税者登録データベースの

構築、②納税者サービスの充実と税務調査の改善を通じた税務行政の強化、③納税者のコ

ンプライアンス向上のための施策、④納税者に税法を遵守させるための施策、⑤中央及び

地方レベルにおける納税者センサス、⑥未納者対策、⑦大規模納税者局による税務調査及

び滞納債権回収の強化。さらに、中期的な課題として税務情報システムの構築が掲げられ

ている。 

こうした状況に対し、独立行政法人国際協力機構（Japan International Corporation Agency : 

JICA）は、租税総局（General Department of Taxation : GDT）をカウンターパート（Counter Part : 

C/P）機関として、2011 年 9 月から 2014 年 9 月までの 3 年間の予定で「租税総局能力強化

プロジェクト」（以下、本プロジェクト）を実施している。本プロジェクトでは、「申告

納税制度促進を通じてカンボジア租税総局における徴税体制が強化される」ことを目的に、

税務調査及び納税者サービスの分野で支援を行っており、2 名の長期専門家（チーフアドバ

イザー/税務行政 1 名、業務調整/IT1 名）及び 4 分野（組織運営・管理、クリティカルシン

キング、納税者サービス、税務調査）で短期専門家を派遣している。2013 年 8 月 19 日（月）



租税総局能力強化プロジェクト  ファイナル・レポート 

ITマスタープラン策定支援のためのロードマップ作成支援 

2 

から 8 月 28 日（水）にかけて、本プロジェクトの中間レビュー調査の実施に併せ、GDT の

IT 化について調査を行ったところ、以下のことが明らかになった。 

① 現在、GDT では、税務行政にかかわる多くの事務処理が少数の職員によってマニュ

アルでなされており、膨大な事務作業が発生し職員への負荷となっている。また、

情報の流出、紛失や納税額が正確性の確保に対し大きなリスクを抱えている。この

ような状況において中央管理によるデータベースを構築することで、納税者の基本

情報の管理とクロスチェック、納税状況の管理、税務調査情報の管理等が可能とな

り、また税務行政のより一層の透明化、公正化が期待されている。 

② それに対して、GDT は、IT 化を喫緊の課題とし、まずは IT マスタープランの策定が

優先課題と考えている。また、短期的な目に見える成果として、GDT は E-filing（電

子申告）、VAT Cross checking system（付加価値税のクロスチェックシステム）、Data 

Processing  Center（データ処理センター）設立に関心をもっている 。 

上述背景を踏まえ、GDT 総局長（DG）から JICA に対し、IT マスタープランの策定支援に

係る協力要望があったものである。 

 

1.2 プロジェクトの目的 

本業務は、カンボジアの税務行政の情報システム整備にかかる短期及び中期的方向性を整

理し、IT マスタープラン策定のためのロードマップの作成を行うことを目的とする。 

 

1.3 調査実施の手法 

1.3.1 調査の基本方針 
本業務で行う業務を遂行するにあたって、現地調査時は GDT とのコンサルテーション

を重視することとする。 

 

1.3.2 調査内容 
(1) 先方のニーズの確認、組織ビジョン・目標明確化、IT 化ビジョン・目標の確認 

カンボジアの「歳入動員戦略 2014-2018」、本プロジェクトで実施したマレーシア･

タイ・シンガポール等への第三国視察結果、2013 年 8 月実施の中間レビューIT 調

査出張報告及び IT 面談録など関連資料の分析・検討を行った上で現地調査を実施

し、先方政府関係者のニーズ及び IT 利用による改革ビジョン・目標を確認する。

その上で、先方のニーズ・ビジョンを明確にする。 
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その際、我が国国税庁の「国税関係業務の業務・システム最適化計画」を参照す

ることとする。先方が業務改革や業務改善のニーズ・ビジョンについて具体的に

イメージできない場合、組織が業務改革や業務改善、そのための IT 利用を進める

場合に一般的にみられるオプション（内部事務の一元化、事務の簡素化・効率化、

事務処理の集中化、業務の質向上等）を予めリストアップし、先方のニーズ・ビ

ジョンを引き出すなど工夫する。併せて、IT 化が GDT の実現したい業務改革・業

務改善のソリューションになりうるかの仕分けを行うこととする。 

(2) IT に関する基礎情報の収集・分析 

IT に関する基礎情報として、以下に関する情報収集・分析を行うこととする。 

① インフラのハード面（電力の安定供給、光ケーブルなど通信容量、ネットワ

ークインフラ等） 

② IT 関連予算（開発及び維持・更新）の確保状況を把握する。併せて、GDT に

対し、IT 投資後の維持・更新の必要予算額の相場観の説明を行う。 

③ 現行の IT システムの開発・維持管理の担当要員（内部人材のみか、外部業者

への委託型か） 

④ GDT の上位省庁である経済財務省（Ministry of Economy and Finance : MEF）が開

発する財政管理情報システム（Financial Management Information System : FMIS）

や関税消費税総局（General Department of Custom and Excise : GDCE）の電子通

関システム（Automated System for Customs Data : ASYCUDA）が GDT に求め

るスペック上の制約の有無及び内容 

(3) 現行業務フロー及び既存の法令規則の明確化、業務量分析の実施 

本プロジェクトがローカルコンサルタントに委託して実施した「Studying 

Information Flow in General Department of Taxation（2013 年 7 月）」及びその他既存

資料等に基づき、GDT の現行業務フロー及び既存の法令規則の確認を行う。また

業務量がどの程度であるか分析を行う。 

現行業務フローの明確化については、GDT の業務のうち、税務システム全般を対

象範囲とし、このうち特に納税者情報管理、申告・納税手続、税務調査、債権管

理（リスク分析、情報収集及びクロスチェッキングを含む）の４つを重点的に行

うこととする。税目については、事業所得税(Tax on Profit)、源泉所得税（Withholding 

Tax）、給与税(Tax on Salary)、付加価値税（Value Added Tax : VAT）、及び固定資

産税(Property Tax)を対象とする。現行業務フローの整理方法については、データ

フローを中心とするものではなく、「業務」中心とし、各手続きにおいて、誰が

どのような様式でどのような書類・事務作業を行い、どのような部署を経て、最

終的に事務処理が完結するかを明確化することとする。その際、業務フローの明
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確化については、我が国の国税庁「国税関係業務の業務・システム最適化計画」

の一環で取りまとめられた業務フローをイメージすることとする。 

法令規則については、現行業務フローの各手続きの根拠となるものを中心に情報

収集・分析を行う。その際、法令規則が求める手続き手順、様式、データ、事務

処理の頻度・時期、業務分掌、決裁基準を含めることとする。また、中央銀行や

MOC（法人登記）、税関当局、市中銀行との情報・データ交換などの業務連携等

に関する法令規則も情報収集・分析することとする。 

業務量分析については、特に納税者情報管理、申告・納税手続、税務調査、債権

管理について行うこととし、業務フローの何れの部分で業務過多が発生している

か、何れの部分で IT 化による合理化効果が期待されるかなどを明確化することと

する。 

(4) 現行システム、データの収集内容及び活用状況に関する情報収集・分析 

GDT が保有するデータベース（或いはシステム）は、申告納税システム、推計課

税システム、固定資産税システム、車両税システムの４つがある。これらのシス

テムについて、既存資料を基に、システムの構成、データの内容等を確認し、デ

ータフローを作成する。 

GDT 関係各部の IT 機器の所有・活用・稼働状況、バックアップセンターの存在有

無、GDT 本庁と各税務署間のデータやりとり、IT リテラシー、情報セキュリティ

の現状や（GDT 関係者の）問題意識についても情報収集・分析を行うこととする。 

(5) 今後の IT 化の方向性のオプション提示 

今後の IT 化の方向性を検討する(例：①Data Oriented Approach (DOA) または

Business Process Improvement (BPI)、②パッケージ型ソフトの利用可能性、③BPI

の在り方・タイミング)。また、その方向性のオプションを先方政府関係者に提示・

説明し、内容を協議・確認する。 

(6) IT マスタープラン策定に向けた今後の作業項目の洗い出し 

BPI、IT マスタープラン策定、調達手続きなど、今後 GDT サイドで必要となって

くる作業項目を洗い出し、フェージングや具体的なタイムフレームの提案を行う。 

(7) ロードマップの作成（含：スケジューリング・フェージング） 

上記を踏まえて、IT マスタープラン策定の大枠の方向性を取りまとめたロードマ

ップを作成する。内容については下記の項目を含めるものとする。 

① 組織ビジョン・目標明確化、IT 利用による改革ビジョン・目標の実現可能性

の検討。 
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② 今後の IT 利用の方向性のオプション提示（例：①DOA または BPI、②パッケ

ージ型ソフト利用か否か、③BPI の在り方・タイミング）、今後の作業項目の

洗い出しとフェージング、具体的タイムフレームの提案。GDT の要望の強い

E-filing（電子申告）、VAT Cross checking system、Data Processing Center 設立

のための前提条件及び必要な手順・フェージングを含めることとする。（注 1） 

③ 今後 GDT が作業を進めるにあたって必要な実施体制・人員配置。 

④ 今後GDTが作業を進めるにあたっての潜在リスク要因及びリスクコントロー

ル策の検討 

(注 1)上記で取りまとめるフェージング及びタイムフレームでは、カンボジア

政府の予算編成プロセス・タイミングを勘案し、どのような観点で、どのよ

うな予算要求をしていく必要があるかといった視点も組み込むこととする。 

(8) GDT が次のステップを外部委託する場合の TOR 案の作成 

次のステップ（具体的には BPI、IT マスタープラン）を外部委託する場合の考慮

事項（Terms of Reference : TOR）案を作成する。考慮事項については、業務内容の

ほか、以下の項目を含めるものとする。なお、外部委託の必要に応じて、E-Filing

（電子申告）、VAT Cross Checking System、及び Data Processing Center 設立も TOR

案に含めることとし、GDT がロードマップをもとに自費または開発パートナーに

よる支援にて、IT に係る業務を外部委託する際に活用することを想定する。 

① チームの編成 

② 作業工程 

③ 必要人月（Man Month：MM） 

(9) ドラフトファイナル・レポートに関するワークショップの開催 

ワークショップを開催し、先方政府関係者にドラフトファイナル・レポート    

（=ロードマップ最終案）の説明を行い、内容について協議・確認を行う。 
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1.3.3 調査フロー 
本業務の実施フローは、下図のとおりである。 

 

1図 1－1 調査フロー 

 

(1) 事前準備 

既存資料を整理した上で、インセプションレポート及び別添資料として以下の資料

を準備する。 

① 「先方のニーズの確認、組織ビジョン・目標明確化、IT 化ビジョン・目 

標の確認」のためのディスカッションペーパー 

② 「質問票及び GDT プレゼン依頼内容」 

(2) 第一次現地調査  

インセプションレポートの説明協議を行った上で、「先方のニーズの確認、組織ビ

ジョン・目標明確化、IT 化ビジョン・目標の確認」を行うため、「先方のニーズの

確認、組織ビジョン・目標明確化、IT 化ビジョン・目標の確認」のためのディスカ

ッションペーパーを GDT と協議を行う。また、IT 基礎情報収集、業務フロー分析

を行うため「質問票及び GDT プレゼン依頼内容」を GDT 及びワーキンググループ

と協議を行うこととする。 

(3) 第一次国内調査作業 

第一次現地調査に基づき明らかになった課題を整理する。 

(4) 第二次現地調査 

事前準備
H.26.1月下旬

【1】GDTに関する各
種政策及びIT利活用
に関する情報収集整
理
【2】GDT側ニーズの
把握

【3】インセプ
ションレポート
（案）の作成

【4】貴機構への
インセプション・
レポート（案）の
説明・協議

第一次現地調査
H.26.2月上旬-2月下旬

【5】GDTに対する調
査趣旨説明

【6】GDTを取り
巻くIT環境・制約
条件の検討

【7】情報通信イ
ンフラ環境の調査

【8】予算配賦状
況の調査

【9】情報通信関
連の人的資源の状
況

【10】接続される
関連省庁のシステ
ムについての調査

第一次国内作業
H.26.3月上旬

【11】業務量調査準
備作業
【12】業務量調査の
方向性に関する貴機
構との協議

第二次現地調査
H.26.3月中旬-4月上旬

【13】現行業務フ
ローの整理
【14】業務量分析の
実施
【15】既存法令の明
確化・処理作業解析

【16】ドラフト・
ロードマップの策定

【18】ドラフト・
ロードマップに関
するGDTとの合意

第二次国内作業
H.26.4月上旬-5月中旬

【19】インテリム・
レポートに関する貴
機構との内容協議

第三次現地調査
H.26.5月中旬-6月上旬

【20】現行業務フ
ロー及び既存法令処
理の明確化の詳細実
施
【21】現行システム、
データの収集内容及
び活用状況に関する
詳細調査

【22】今後のIT化
方向性オプション
の提示

【23】外部委託す
る場合のTOR案作
成

【24】ドラフト・
ロードマップ
（案）に基づくス
ケジュール・
フェージング

第三次国内作業
H.26.6月上旬-6月中旬

【25】ドラフトファ
イナルレポート案の
作成
【26】貴機構へのド
ラフト・ファイナ
ル・レポートの説
明・協議

第四次現地調査
H.26.6月下旬-7月中旬

【27】ワークショッ
プの開催
【28】ドラフト・
ファイナル・レポー
トの内容に関する
GDTとの合意

第四次国内作業
H.26.7月中旬-8月上旬

【29】ファイナルレ
ポート最終化

前提条件確認 業務量調査・ロードマップ策定

【17】ワーキン
グ・ペーパーとり
まとめ
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第一次現地調査を通じて明らかとなった課題を GDT と共有し、業務フローの整

理・業務量分析を行った上で今後の方向性を GDT と検討しドラフトロードマップ

に落とし込む。 

(5) 第二次国内作業調査 

貴機構と協議の上、インテリムレポートを作成・提出する。 

(6) 第三次現地調査 

ロードマップ最終化に向け調査を継続し必要項目を反映し GDT からの合意を得る。 

(7) 第三次国内作業調査 

貴機構と協議の上、ドラフトファイナル・レポートを作成する。 

(8) 第四次現地調査 

GDT とドラフトファイナル・レポートについて協議を行い、合意を得たうえでワ

ークショップを開催する。 

(9) 第四次国内作業調査 

貴機構と協議の上、ファイナルレポートを作成・提出する。 

  



租税総局能力強化プロジェクト  ファイナル・レポート 

ITマスタープラン策定支援のためのロードマップ作成支援 

8 

1.3.4 調査体制・計画 
本業務の体制・計画は、下図のとおりである。 

 

2図 1－2 調査体制・計画 

 

  

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

▼ IC/R ▼ W/P ▼ IT/R ▼ DF/R ▼ F/R

１．国内準備作業

【1】 GDTに関する各種政策及びこれまでのIT利活用に関する情報収集整理

【2】 GDT側のニーズの把握

【3】 インセプションレポート（案）の作成

【4】 貴機構へのIC/R（案）の説明・協議

２．第一次現地作業

【5】 GDTに対する調査趣旨説明

【6】 GDTを取り巻くIT環境・制約条件の検討

【7】 情報通信インフラ環境

【8】 GDTの予算配賦状況

【9】 GDTの情報通信関連人的資源の状況

【10】 構築するシステムと接続する関連省庁のシステムについての調査

【11】 業務フロー・業務量の基礎情報収集

３．第一次国内作業

【12】 業務量調査準備作業

【13】 業務量調査の方向性に関する貴機構との協議

４．第二次現地調査

【14】 現行業務フローの整理

【15】 業務量分析の実施

【16】 既存法令の明確化・処理作業解析

【17】 ドラフト・ロードマップの策定

【18】 ワーキング・ペーパー提出

【19】 ドラフト・ロードマップに関するGDTとの合意

５．第二次国内作業

【20】 インテリム・レポートに係る貴機構との内容協議

６．第三次現地調査

【21】 現行業務フロー及び既存法令の明確化・業務量分析の詳細調査

【22】 現行システム、データの収集内容及び活用状況に関する詳細調査

【23】 今後のIT化の方向性オプションの提示

【24】 外部委託する場合のTOR案作成

【25】 ドラフト・ロードマップ（案）に基づくスケジュール・フェージング

７．第三次国内作業

【26】 ドラフト・ファイナル・レポート案の作成

【27】 貴機構へのドラフト・ファイナル・レポートの説明・協議

８．第四次現地調査

【28】 ワークショップの開催

【29】 ドラフト・ファイナル・レポートの内容に関するGDTとの合意

９．第四次国内作業

【30】 ファイナルレポート最終化

現地調査・・・

国内調査・・・

IC/R インセプション・レポート

W/P ワーキング・ペーパー

IT/R インテリム・レポート

DF/R ドラフト・ファイナル・レポート

F/R ファイナル・レポート

現地作業

国内作業

報告書提出

作業項目

平成26年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
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第２章 GDT の概要 
 

2.1 GDT の組織 

2.1.1 GDT の組織 
GDT は、2008 年 9 月に MEF の国税局から改組、昇格し総局となったものである。本部内

に 7 つの部署を持つほか、プノンペン市内の税務署（Tax Branch）9 か所と各州に置か

れた地方税務署（Provincial Tax Branch）23 か所2から構成されている。2014 年 1 月時点

での職員数は、下表に示すとおりである。2014 年度には、新たに 287 名を採用する予

定であるほか、47 名の IT 要員を採用するための募集を 2014 年 2 月 27 日まで公示して

いた。新規に採用される人員の配置予定は、本部 Department of Information Technology

（DIT）に配置されるほか、各部署に一名ずつを配置し、組織全体としての IT 技術の

底上げを試みている。 

3図 2－1 組織構成 

 

                                                           
2 新たな地方税務署が設立され、2014 年 7 月時点の地方税務署は 24 ヵ所となる。 

Deputy Director General

DDG所管部署
DLT ★

DCTRL ★

DEA ★

DIT ★

DLLS ★

DTSTA ★

DPAF ★

プノンペン市内支署
1. Chamkar Morn
2. Toul Kork
3. Russey Keo ---

1. Prampey Makara
2. Dang Kar
3. Pursenchey
4. Sensok

1. Daun Penh
2. Mean Chey

地方税務署
1. Kandal
2. Kampong thorm
3. Siem Reap
4. Preah Vihea
5. Takeo
6. Kampot
7. Kompong Speu
8. Kep

1. Kampong Cham
2. Kratie
3. Stoeng Treng
4. Ratanakiri
5. Pursat
6. Kompong Chnang
7. Svay Rieng

1. Sihanouk
2. Koh Kong
3. Prey Veng
4. Mondul Kiri

1. Battambang
2. Banteay
Meanchey
3. Odor Meanchey
4. Pailin

Director General

H.E. Um Seiha
H.E. Min Bangkosal

H.E. Cheap Davuth
H.E. Vann Puthipol

H.E. Ken Sambat
H.E. Heng Soknang

H.E. Yos Simarath

H.E. Kong Vibol
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1図 2－2 GDT本部内の組織体制 

 

2  

 

1図 2－3 税務署の組織体制（Siem Reap 税務署） 
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2.1.2 納税者区分 
年間売上額が 10 億 Riel3を上回る事業者、投資プロジェクト、外国企業の支店は大規模

納税者として区別され、売上額が 10 億 Riel 以下の事業者は、中規模、小規模納税者と

して区別される。 

大規模納税者については、大規模納税者管理局（Department of Large Taxpayer：DLT）

が納税者登録、申告受付、徴税、税務調査、滞納管理を一貫して行っている。また、中

規模・小規模納税者については、プノンペン市内の税務署及び地方税務署が納税者登録、

申告受付、徴税、税務調査、滞納管理を実施している。なお、税務調査については、全て

の納税者の包括調査は企業調査局（Department of Enterprise Audit: DEA）が実施し、限

定調査・机上調査については、DLT もしくは各税務署が実施している。（図 2－4、表

2－1 参照） 

 

4図 2－4 納税者区分に対する担当機関 

  

                                                           
3 参考：4050 Riel = 1 USD（2014/8/4 時点） 
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5表 2－1 GDTの税務行政とその担当機関 

 

2.1.3 予算の概要 
GDT の年間の運営予算は、下表のとおりである。 

6表 2－2 GDTの 2013年度、2014年度予算 

費目 2013 年度予算 2014 年度予算 増減 
Buying 10,300,000,000  30,247,309,000  19,947,309,000  

（その内） 
(Administrative Supply) （6,027,840,000）  （15,105,000,000）  （9,077,160,000）  

(Furniture and Equipment) （154,560,000）  （9,600,109,000）  （9,445,549,000）  
Out Source Service 1,250,000,000  8,827,800,000  7,577,800,000  

（その内） 
(Fee for training staffs 

both in country and 
abroad) 

（―） （1,800,000,000）  （1,800,000,000）  

(Maintenance and Repair) （1,238,480,000）  （5,970,800,000）  （4,732,320,000）  
Other Out-source Service 1,650,000,000  3,025,000,000  1,375,000,000  
Staff burden 9,100,000,000  9,866,080,000  766,080,000  
Sponsorship and Social 
Support 25,000,000  25,000,000  0  

Tax and Excise 70,000,000,000  80,318,021,000  10,318,021,000  
（その内） 

(Pay back and Refund for 
VAT) 

内訳不明 80,000,000,000 不明 

合計 92,325,000,000  132,309,210,000  39,984,210,000  

（単位：Riel） 

GDT の運営予算は 2013 年度から 2014 年度にかけて大幅に増加している。増加の主た

る理由は、事務用品・設備の購入予算の増加、ビルの補修やスタッフの研修費などの

外部委託予算の増加、付加価値税の還付額の増加が挙げられる。 

 大規模納税者 中小規模納税者 
納税者登録 GDT-DLT/DTSTA Tax Branch 
納税申告 GDT-DLT Tax Branch 

税務調査 

GDT-DEA 
包括調査（Comprehensive Audit） 
GDT-DLT 
机上調査 (Desk Audit) 
限定調査(Limited Audit) 

GDT-DEA 
包括調査（Comprehensive 
Audit） 
 
Tax Branch 
机上調査 (Desk Audit) 
限定調査（Limited Audit） 

滞納管理 GDT-DLT/DTSTA Tax Branch 
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ここまで入手・公開されているのは運営予算に関するデータであり、プロジェクト予

算は別に運営・管理されている。例えば、DIT から GDT 上層部を経て MEFに提出さ

れている 2015 年の予算案は、以下の通りである。 

予算計画は、毎年 9 月ごろをめどに MEFに対して予算申請を行っており、MEFが所管

する傘下の局の予算と合算し、12 月の定例議会で承認を得ている。他方で、GDT によ

れば、IT 化の取組の一部は、GDT 上層部より MEFとの調整を経て個別に予算申請を

行い、実施に移されている事業もあるとのことである。 

7表 2－3 GDT DIT 2015年度予算 

費目 内訳 Riel 
Operational Expenses  30,000,000 
IT Equipment  128,436,000 
Office Supply  140,000,000 
Outsource Work  14,400,000 
Other Expenses Network 2,094,768,000 
 Database 998,200,000 
 Web Development 202,604,000 

合計  3,608,408,000 
 

DIT が挙げている予算案のうち、ネットワーク予算として挙げられているものの一部は、

データベースの統合化の作業を含むとされている。GDT では業務改革改善を目的とし

てデータベースの統合、データ・プロセッシング・センターなどの設置が進められて

いるが、こうしたプロジェクトの予算は年間の運営予算上は計上されていない。この

ため、今後、GDT が IT 関連の改善施策を実施する場合には、個別に予算獲得を行う必

要があることが理解されている。 

 

2.1.4 税収規模及び税収内訳 
GDT による税収は State Tax Revenue、Local Tax Revenue、Non Tax Revenue に区分され、

State Tax Revenue が大半を占めている。State Tax Revenue は主として直接税と間接税に

区分され、直接税であれば事業所得税、間接税であれば付加価値税の占める割合が高

い。税収について税種類別に比較すると、事業所得税、給与税といった所得税類と、

付加価値税を代表とする流通税類が大半を占め、固定資産税などの資産税類の割合は

低い。  



租税総局能力強化プロジェクト  ファイナル・レポート 

ITマスタープラン策定支援のためのロードマップ作成支援 

14 

8表 2－4 2013年度税収統計 

税目 税収（Million Riels） 
Ⅰ State Tax Revenue(1＋2＋3) 3,052,581.0 

1  Direct Tax 1,562,320.0 
  Salary Tax 281,780.0 
  Profit tax 1,192,670.0 
  Tax on property rental 87,870.0 

2 Indirect Tax 1,471,470.0 
  Turnover tax 32,000.0 
  Value added tax 1,018,270.0 
  Excise tax 421,200.0 

3 Other Revenue 18,791.0 
Ⅱ Local Tax Revenue(1~8) 408,727.5 

1 Property Transfer tax 122,512.0 
2 Unused land tax 2,803.0 
3 Public lighting tax 96,595.5 
4 Accommodation 9,259.0 
5 Slaughter tax 1,224.5 
6 Patent tax 21,009.0 
7 Motor and vehicle tax 98,920.0 
8 Property Tax 56,404.5 

Ⅲ Non Tax Revenue 2,300.0 
Total Tax Revenue（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ） 3,463,608.5 

出所:Situation Of Domestic Tax Revenue 
 

2.2 GDT における業務マニュアル等の整備 

2.2.1 GDT における業務マニュアル等の整備 
大臣令（Prakas）によって定められた各局の職責を果たすためのマニュアル・ガイドラ

イン等は、正式化されたものが少なく、もしくはある場合にも頒布、改訂、研修が行

われておらず職員の経験に頼った運用が行われている。例えば、過去に GDT が 2008

年に租税総局として昇格する以前に作成されたガイドラインがあるが、すべての職員

がこの内容についての研修を受けているわけではない。各部局への聴取を通じて、独

自に整えられたマニュアル、技術協力プロジェクトを通じて整備されたマニュアルと

して以下の文書類があることが分かった。ただし、表に示すとおり、いずれも案（ド

ラフト）の状態でとどめ置かれており、これらのマニュアルは正式化されていない。 

9表 2－5 GDT内で過去に作成されたとされるマニュアル・ガイドライン 

文書名 作成日 作成者 Status 
Value Added Tax Audit Manual 不明 GDT Draft 
Taxpayer Services Manual 2012 年 12 月 

2004 年 11 月 
US Treasury Draft 

VAT Instruction on the Implementation 1998 年 10 月 GDT？ Draft 
Audit Manual 2002 年 IMF Draft 
Tax Arrears Manual 作成途上 US Treasury Draft 
出所：調査団及び専門家入手資料より作成 
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2.3 GDT における IT システム等の整備 

2.3.1 GDT における IT システム概要図 
現行システム、データの収集内容及び活用状況に関する情報収集・分析として、以下

に GDT におけるシステム概要図を示す。 

租税総局が統括する納税者のデータは、以下の五つのメインアプリケーションから構

成されている。 

 Self-Assessment System  (SAS) 

 Data Centralized System  (GDT-SAS) 

 Official Assessment System  (OAS) 

 Tax on Means of Transportation System  (TMTS) 

 Property Tax System  (Pro Tax) 

 

 

出所：DIT 作成資料をもとに調査団作成 

10図 2－5 ITシステム概要図 

 

2.3.2 GDT における IT システム概要説明 
システム概要図における、各システムの入力担当部署を以下の表に示す。なお、各シス
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テムのデータベースのテーブルやデータ項目は、DIT 作成資料別添 6「データ項目資料」

を添付する。 

 SAS DB: “SAS Application Diagram” (P. 1 – 12) 参照 

 OAS DB: “OAS Database Documentation” (P. 12 – 24) 参照 

 ProTax DB: “ProTax Database Documentation ” (P. 25) 参照 

 TMTS DB: “TMTS Database Documentation” (P. 26 – 33) 参照 
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11表 2－6 ITシステムに関する情報まとめ4 

項番 システム名 入力担当部署 業務概要 

1 SAS DB Tax Branch 
Taxpayer Services 
Bureau 

Branch で管理する納税者情報の
登録やレポート出力を行う。 

2 SAS DB Tax Branch 
Return Processing 
Bureau 

Branch で管理する月次・年次の申

告・納税情報の登録やレポート出

力を行う。 

3 SAS DB Tax Branch Tax Audit Bureau 
Branch で管理する申告・納税情報

の参照や税務調査結果の登録を

行う。 

4 SAS DB Tax Branch 
Tax Arrears Collection 
Bureau 

Branch で管理する債権情報の参
照や納付書等の出力を行う。 

5 SAS DB DLT 
Taxpayer Services 
Bureau 

DLT で管理する納税者情報の登
録やレポート出力を行う。 

6 SAS DB DLT 
Return Processing 
Bureau 

DLT で管理する月次・年次の申
告・納税情報の登録やレポート出

力を行う。 

7 SAS DB DLT Tax Audit Bureau 
DLT で管理する申告・納税情報

の参照や税務調査結果の登録を

行う。 

8 SAS DB DLT 
Tax Arrears Collection 
Bureau 

DLT で管理する債権情報の参照
や納付書等の出力を行う。 

9 OAS DB Tax Branch 
Tax Arrears Collection 
Bureau 

Branch で管理する月次の納税対
象の確認と納付書等の出力を行

う。 

10 ProTax DB Tax Branch Officers in Groups5 
Branch で管理する納税者情報の
登録や納税申告書や納付書の出

力を行う。 

11 TMTS DB Tax Branch Officers in Groups5 

Branch で管理する申告・納税の記

録や前年度の納税情報の確認及

びレポートの出力を行う。 
 

                                                           
4
 申告時に提出される申告書と付属明細は、スキャンにより電子化され、ネットワーク上のシステムではなく、DLT/税

務署のサーバに保存される。 

5 Tax Branch における複数の Bureau の職員から成るグループであり、Tax on Means of Transportation や Tax on Property

に係る業務を担当する。 
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アクセス権限については、各々の担当部署における Deputy Director/Chief of Bureau、及

び彼らが指定する入力担当者のみ、登録情報の閲覧・編集が可能である。なお、不正

アクセスを防ぐために、ユーザー名及びパスワードによるアクセス制限、アクセス履

歴や編集履歴の記録を実施している。  
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第３章 ロードマップ策定概要 
 

3.1 ロードマップの策定目的及び手順 

ロードマップの策定目的は、税務行政の近代化・自動化のために、カンボジアの税務行政

の情報システム整備にかかる短期及び中期的方向性を整理することである。また、ロード

マップ策定手順として、まず「歳入動員戦略 2014-2018 年」のもと、近代化・自動化のビジ

ョン及びゴールを果たすための姿（To Be）を設定する。次に、業務フロー分析を通し現状

分析（As Is）を行い、（To Be）との差（Gap）を明らかにする。そして、その Gap を埋め

るべく業務改善案を抽出し、それら業務改善案を時間軸とともに紙におとし込むものであ

る。以下にその概要図を示す。 

 

12図 3－1 ロードマップ作成概要図 

 

3.2 業務改善の近代化・自動化のビジョン及びゴール 

税務行政の近代化・自動化を進めるにあたり、そのビジョン及びゴールを明確にすること

が重要である。それらが不明確なまま近代化・自動化を進めても結局は当初の目的が達成

されず、取組み自体が失敗に終わるといえる。この観点で調査団は GDT 側と議論を重ね、

以下を近代化・自動化のビジョン及びゴールとして確認した。 



租税総局能力強化プロジェクト  ファイナル・レポート 

ITマスタープラン策定支援のためのロードマップ作成支援 

20 

「税務行政の最も基本的な機能である納税者情報管理、申告・納税手続、税務調査、債権

管理の各業務において業務改善を図ることにより税収増を果たす」 

ここで事務手続きの改善及び IT の活用により以下の効果が期待できる。 

① 業務の効率化 

② 税務行政の高度化（含む税務調査対象の戦略的選定） 

③ 納税者サービスの向上 

このようにビジョンとゴールもしくは成果を職員と共有することは近代化・自動化を進め

る上で重要であり、GDT においては、更に議論を通じて職員への共有を図っていくことが

望まれる。 
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第４章 業務フロー分析結果 
 

4.1 業務量分析 

聞き取りを行った業務フローについては別添 1「業務フロー」に示す。ここで業務量負荷が

高いと思われる業務について業務量分析を行った。結果については DLT を例に以下に示す。

なお、他の税務署についても業務量負荷の傾向は DLT と同じであった。以下、業務量負荷

について特徴として言える点を述べる。 

① 税務調査部門が特に業務量負荷が多く、その中でも調査に必要な情報の収集及び分

析作業に多くの時間を要している。 

② 申告受付時の業務量が多く、特に 3 月末の年度申告期限及び、月中の月次申告期限

に業務が集中する。その際、納税者は来訪して手続きが完了するまで待っているこ

とから納税者サービスの点からも改善の余地が大きいといえる。 

③ 納税者管理や債権管理部門では一見、特に大きな業務負荷となっていないが、これ

は逆に言うと本来実施すべき業務または役割が果たせていない恐れがあることに留

意すべきである。 

 

13表 4－1 業務負荷 

 

以上の結果を前提に以下、各業務の分析結果を述べる。 

Less than 1

12_Make a draft audit & Re-assessment report Based on the analysis, survey and interview, make a draft re-assessment report.
51

D Tax Arrears
Management

1_Make tax arrears table and send the doc below Make tax arrears table based on notification for tax arrear table and send it to Tax Arrears Bureau
11

5_Input data such as the amount of tax collection Input the tax collection data such as company data, the amount of tax collection to GDT DB

C-2 Tax Audit
(DLT)

1_Make company list for audit based on various
information such as risk rate, tax evasion event.

Gathering various information such as risk rate, uncertainty, tax evasion event from central department,
primary organizations, and other related institutions and make audit request list 1

10_Analize the information Analyze the taxpayers information from LTD., Branch and outside GDT.
385

11_Conduct an interview and inquire to taxpayers Go to the taxpayers office and conduct a field survey and a series of interviews.
103

15

9_Collect the necessary information
(Limited and Desk Audit)

Collect taxpayers' data and information from central department, primary organization and related
institutions for tax audit. 285

9_Collect the necessary information
(Refund and Special Audit)

Collect taxpayers' data and information from central department, primary organization and related
institutions for tax audit. 100

C-1 Tax Audit
(DEA)

1_Make company list for audit based on various
information such as risk rate, tax evasion event.

Gathering various information such as risk rate, uncertainty, tax evasion event from central department,
primary organizations, and other related institutions and make audit request list. 11

9_Collect the necessary information Collect taxpayers' data and information from central department, primary organization and related
institutions for tax audit. 55

10_Analize the information Analyze the taxpayers information from LTD., Branch and outside GDT.
23

11_Conduct a field survey and interview Go to the taxpayers office and conduct a field survey and a series of interviews.
60

13_Make a draft audit & Re-assessment report Based on the analysis, survey and interview, make a draft re-assessment report.

B Tax Return Filing
and Payment

5_Receive the Tax Return Receive the tax return document from taxpayers and confirm whether or not the necessary documents
are submitted. 34

8_Input tax collection Data Input the tax return data such as the amount of tax return, sales, procurement to GDT DB.
5

12_Input company data to DB Input the company data of initial registration such as company name, address, representative person,
to GDT DB. Less than 1

A-2 Taxpayer
Registration
(Amendment)

5_Receive the amended Doc Receive the amended document from taxpayers and confirm whether or not the necessary documents
are submitted. 1

A-1 Taxpayer
Registration
(Initial)

5_Receive the registration Doc Receive the registration document from taxpayers and confirm whether or not the necessary
documents are submitted. Less than 1

Flow
# Flow Name Process Name Supposed detail operation MM/year
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4.2 納税者情報管理 

4.2.1 不完全な維持管理手続 
納税者基本情報管理手続きが確立されていないため、公平かつ適正な課税及び徴収が

できていない恐れがある6。また、「態様区分」などの必要情報が管理されておらず、

不正確な登録情報が放置されているため、申告・納税、調査、滞納整理等の手続の段

階で、改めて最新情報の確認が必要となり非効率である。例えば、納税者サービス・

滞納管理局（Taxpayer Service and Tax Arrear Department : DTSTA）によれば、毎月また

は 2 か月に 1 回、MOC から登録情報のハードデータを入手しているが、税務署側は当

該情報について必ずしも共有されていないとのことであった。この原因として、ハー

ドデータで入手した当該情報をソフトデータに変換しており、その作業が滞っている

とのことであった。更に、GDT 独自での事業者に関する新規開業・異動・休業・所在

不明・廃業等を把握するための仕組みが確立されていない恐れもある。これらの問題

は関係他省庁からの情報取得方法、及び、GDT 内での入手情報の活用が充分効果のあ

るものとして定まっていないことに起因するものと言える。 

 

4.2.2 不十分な情報共有（GDT 内、外） 
納税者情報について MOC・GDCE 等の GDT 外、及び、GDT 内の情報共有が不十分

となっている。関連省庁との情報共有が不十分な原因としては、縦割組織の弊害が考

えられる。また、関連省庁と情報共有手続を確立していくためには、省庁間上層部に

よる調整が必要といえ、時間を要しているものと考える。さらに、上記 4.2.1 で述べた

ように、関連省庁から入手した情報についても、必ずしも GDT 内で有効活用されてお

らず、入手情報自体の精度も低いままになっていると考えられる。これらの結果、納

税者情報の正確性の担保が十分はかられていない恐れがある。また、職員レベルで関

連省庁から情報入手を行うことは容易でなく非効率な手続きとなっている。 

 
4.2.3 手続のダブリ、非効率 
新規の VAT Certificate の取得手続に関して、多数の決裁プロセスを経て発行されてい

るため、発行までに長時間要しており、なかには納税者がビジネスを始められないと

いう問題が生じている。現状では DLT/税務署の Official, Deputy Chief, Chief, Deputy 

Director, Director を経て、同様に DTSTA の Official, Deputy Chief, Chief, Deputy Director, 
                                                           
6 固定資産税に係る納税者情報管理について、原則固定資産を所有するものは GDTに申請の必要がある。また、1 億

Riel を超える資産を有するものは納税義務があり、毎年固定資産税が課されている。したがって、速やかに資産移転の

登記及び GDT への届け出（含む不動産取得税の納税）を行わないと旧資産所有者に固定資産税の支払義務が発生する。

また、GDTによれば資産の売買等による所有権の移転が発生し、土地利用省において移転の登記を行う場合は、添付資

料として GDT における納税情報を示す必要があるとの事であった。このように、少なくとも納税義務者の確認は毎年の

固定資産税課税時に行われているとのことであった。 
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Director の確認を得た後に、最終的に Deputy Director General×2 名、Director General の

決裁を経て発行されるプロセスとなっている。 

これに対し、GDT によれば、VAT Certificate 発行のための納税者登録情報の確認手続

が複数部署で行われている理由は、架空のインボイス発行等、脱税に繋がる VAT 

Certificate の発行を防止する目的とのことであった。 

※別添 1「業務フロー（Taxpayer Registration 19-24）」参照 

 
4.2.4 啓発・広報の不備 
納税者より異動の届出がなされることは少なく、GDT で納税者異動に関わる情報を捕

捉する必要が生じており、本来不要であった住所の実地確認作業が Tax Audit Bureau

等で生じている。納税者は移転や事業変更等により異動が生じた場合、自発的に税務

当局に対して届出する義務があるが、GDT への聞き取りによれば、そういった手続き

を認識している納税者は少なく、もしくは、知っていても手続きをしない者が少数で

はあるが存在するとのことであった。 

また税法によれば、納税者に異動があった場合 15 日以内に異動の届出を行わなければ、

ペナルティを課すことができる。しかし、DLT の Taxpayer Services Bureau によれば現

状ではペナルティを課すことができる場合でも、悪質な場合を除き課していないとの

ことであった。 

このように、GDT による納税者に対する異動手続に関する啓発・広報不足が納税者の

届出意識の低さにつながっており、また、厳正な法的措置の執行の不徹底もそのひと

つの要因になっていると考えられる。 

 

4.3 申告・納税手続  

4.3.1 不明確な手続き、不統一な手続き 
各税務署における窓口での申告受付時の対応が統一されていない。申告手続に関して、

現状、一般に納付が先に行われ、申告書とともに銀行への税金振込書が窓口で提出さ

れている。また、税務署によっては税金振込書のみ提出する納税者も存在し、どの税

目の納付が行われたか後日確認を要しており件数は少ないものの確認作業に時間を要

している。さらに、申告受付時の確認内容についても、ある税務署では申告額の確認

を行い、他方で、別の税務署では申告に必要な添付資料整備状況のみ確認している場

合もある。これは GDT 内での窓口の役割及びルールが明文化されていないことに起因

する問題と言える。 

※別添 1「業務フロー（Tax Return 1-5）」参照 
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4.3.2 不十分な情報共有（GDT 内、外） 

(1) GDT 内 

申告時に提出される財務諸表や付属明細等は、SAS のデータベースで管理されるの

ではなく、DLT/税務署のサーバに保存されているため GDT 内で共有化されていな

い。つまり、申告書に記載された課税標準・税額等の数値情報は SAS に入力され

る一方で、申告書と付属明細書はスキャンにより電子化され、DLT/税務署のサーバ

に保存されている。このため、各業務（納税者情報登録、納税申告、税務調査、債

権管理）における担当者が、必要情報を得る際に時間を要している。これらは、GDT

内のデータベースが統合されていないという IT 上の問題といえる。 

※別添 1「業務フロー（Tax Return 8-10、14-16）」参照 

(2) GDT 外 

税収納取扱金融機関は毎日入金データのハードコピーもしくは PDF ファイルを

GDT に送付し、DLT/税務署の Return Processing Bureau（一部の税務署では Tax 

Arrears Collection Bureau）が当該資料と納税者が提出した税金振込書の消込を行っ

ている。その一方、税収納取扱金融機関からのデータ連携如何に拘らず、納付税額

の内訳が不明な税金振込書が納税者から提出されることから、Return Processing 

Bureau または Tax arrears collection Bureau で、納税費目を確認しなければなら

ず、その確認作業に時間を要している。 

 

4.3.3 手続のダブリ、非効率 
(1) 税額計算機能 

GDT によって提供されている申告書作成ツールが限られているため、簡単・迅速

に申告書作成ができない。さらに、納税者は、申告書類の作成において自主計算や

手書き等を行っているためエラー発生リスクがある。すなわち、GDT により手書

きまたは入力可能な PDF 形式の申告書フォームが Web を通じて納税者に配布され

ているが、税額を自動計算する機能が付与されていない。また、申告書作成を会計

事務所等に委託を行う、もしくは自主作成により追加的な費用と手間が発生してい

る。他方、GDT においても、現在の SAS には、課税標準に税率を乗じる程度の簡

単な税額計算機能は入っているが、申告情報から納税額を算出するような追加的な

計算機能はなく、間違った税額がそのまま入力されても発見できない恐れがある。

これは IT が有効に活用されていないことによる問題といえる。 

また、DLT によれば、申告税額の確認は申告受付窓口で行われているとのことであ

るが、どの程度一貫した確認が行われているかは定かではない。また、税務調査部

門（税務署内税務調査部門及び DEA）においても税額の確認は行われているがサン
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プルベースであり、GDT として各申告税額を網羅的に確認する体制となっていな

いため、申告された税額の確認が漏れている恐れがある。これは、統一化された内

部事務（税額の確認）を行う体制が構築されていないという制度上の問題といえる。 

(2) 非効率なデータプロセシング 

申告書及び付属明細書のスキャンは税務署ごとに行っており、インフラが整ってい

ない一部の税務署ではスキャン自体が行われていない。そのため、GDT 全体で統

一的なデータ管理ができていないという問題がある。 

※別添 1「業務フロー（Tax Return 8、16）」参照 

 

4.4 税務調査   

4.4.1 不統一な手続き 
税務調査対象企業の選定方針・基準及び税務調査手続が明確化されていない。そのた

め、本来税務調査対象とすべき納税者が漏れる、あるいは本来とられるべき手続がと

られていない恐れがあり、公平・公正な税務調査を実施する上での透明性に問題があ

る。これは選定方針・基準及び税務調査手続が不明確であるという制度上の問題とい

える。 

 
4.4.2 不十分な情報共有（GDT 内、外） 

(1) GDT 内 

税務調査対象選定時、または、調査実施時に必要となる各企業の財務情報や税務申

告データ等について、調査担当者が個別に他部署へ依頼し、必要な情報を集めてい

るため、多大な時間を要している。 

特に Return Processing Bureau では、申告書と付属明細書についてスキャンを行って

いるが、そのデータの保管が SAS と切り離されたサーバにて行われているため、

DEA 及び DLT/税務署の Tax Audit Bureau が SAS を通じて内容を見ることができな

い。また、SAS に入力された申告情報もアクセス権限が限定されているため、容易

に DEA の税務調査担当者が閲覧することができない。これは①GDT 内のデータベ

ースが統合されていない②アクセス権限が限定されていることの IT 上の問題とい

える。 

一方、DEA の行った税務調査結果も、DLT/税務署内の Return Processing Bureau に

はハードコピーにて共有されているが、Tax Audit Bureau に直接共有されておらず、

過去の税額に修正が行われてもその履歴が Tax Audit Bureau で捕捉できていない。

そのため、Tax Audit Bureau が正しい過去の所得金額・納税額等に基づく調査が行
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えず、不正確かつ非効率な税務調査となっている恐れがある。これは GDT 内の情

報共有に関わる運用上の問題といえる。 

※別添 1「業務フロー（Tax Audit 9）」参照 

(2) GDT 外 

税務調査に必要な情報交換にかかる正式な取り決めが、関係省庁等と GDT の間で

定められていないため、効果的・効率的な調査ができていない。税務調査部門では、

納税者申告の妥当性をチェックするために、GDCE が保有する輸出入取引データや

土地利用省が保有する資産情報データ、銀行情報等を入手することが非常に重要で

ある。現在においても、他省庁等へ情報提供を依頼し、輸出入取引データ等を定期

的に入手している。しかし、情報が古い、または、依頼から取得までのリードタイ

ムが長い、あるいは、入手ができていないこともある。このように他省庁等からの

情報収集の取り決めがないことから、税務調査に期間を要する等の問題が発生して

いる。これは GDT 外との情報共有に関わる制度・運用上の問題といえる。 

 
4.4.3 手続のダブリ、非効率 

(1) 調査の重複、非効率な決裁 

税務調査業務において、人的資源を有効活用できていない。DLT/税務署の Tax Audit 

Bureau と DEA では、税務調査の種類は異なるものの、同一納税者への税務調査を

複数の部局で行っている。そのため、同時に平行して、或いは連続して納税者が調

査を受けることがあり、納税者のコンプライアンスコストが高くなっている。 

また、税務調査部門の Re-assessment Report の承認手続に関して、多数の決裁プロ

セスを経て発行されており、納税者への Assessment Letter の発送までに長時間を

要している。この結果、納税者の延滞税負担に影響を及ぼしている恐れがある。具

体的には DLT/税務署または DEA の Official, Deputy Chief, Chief, Deputy Director, 

Director を経て、Deputy Director General×2 名、Director General の決裁を経て発行さ

れるプロセスとなっており、より少人数での決裁プロセスへの変更の余地がある。 

(2) VAT クロスチェック 

税務調査部門では、VAT について、その納税額の正確性を確認するため、商品・サ

ービスの購買額と販売額のデータを照合（クロスチェック）している。このクロス

チェックは手作業で、多くの時間・人員を要する非効率的な作業となっている。納

税者が申告書とともに提出した SALES RECORD/PURCHASES RECORD を用いて

クロスチェックが行われているが、大半のケースにおいて当該資料のハードコピー

のみの提出、またソフトコピーが提出されてもシステムによりマッチング処理が行

われていない。これも IT が有効に活用されていないことによる問題といえる。 
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4.5 債権管理 

4.5.1 不統一な手続き 
DLT の Tax Arrears Collection Bureau は、大規模納税者からの債権回収が主な業務とな

っている。限られた人員で業務を実施するためには、対象納税者の債権額と回収可能

性が評価された上で業務実施することが必要である。しかし、滞納者・債権者の支払

い能力や事業の現況などを評価・検討する手続きが標準化されておらず、回収可能性

がある債権者に対しても回収可能性が無い債権者と同じ督促手続きを踏んでいるため、

GDT として債権回収作業の非効率を生んでいる。。 

4.5.2 不十分な情報共有（GDT 内、外） 
納税者情報について関連省庁及び税収納取扱金融機関からの情報の取得は、納税者の

名寄せを行う上では必要であるが、こういった情報の取得は行われていない。この結

果、現在の滞納者の保有する財産が正確か、また滞納債権が回収可能か正しく把握さ

れていない恐れがある。この問題は他省庁及び税収納取扱金融機関との連携が制度化

もしくはルール化されていないことに起因するものである。 

 
4.5.3 手続のダブリ、非効率 
債権督促のレターについては GDT 自らが手交するという法律解釈から職員がレター

を持ち納税者を往訪している。一方、見つからない納税者については最終的に郵送し

ていることから、郵送によるレター交付も可能であるならば、敢えて職員が手交のた

め往訪する必要はないと思われる。これは法律上の制約を受けていることから制度上

の問題と言える。 

 
4.5.4 啓発・広報の不備 

実効性の弱い債権回収対応は、納税者の納税義務に対するモラルハザードを引き起こして

いる恐れがある。滞納債権の回収にあたっては、税金を払わない事業者に対しては、法律

で定められた「事業許可や免許の無効化」「輸出入取引の禁止」等の処置を遂行している。

しかし、より実効性のある「銀行口座の凍結」に関しては商業銀行から受入られていない

こと、さらに、複数の省庁を経由しての手続きとなるため実現までに長期間を要するとの

ことであった。また、「納税者資産等の処分」による債権回収は Tax Court が未整備である

ために、実際には遂行できていない現状である。これらは、制度上の問題であると言える。 
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第５章 解決策の検討 
 

5.1 税務行政の目指すべき姿 

近代化・自動化のビジョン及びゴールである税収増を果たすため、納税者情報管理、申告・

納税手続、税務調査、及び、債権管理の各業務において上記問題点を解決すべく業務改善

を図る必要がある。そこで、業務改善をすることで、各業務の目指すべき姿の概要を下記

に示す。 

(1) 納税者情報管理 

  適正に税を徴収するため、納税者を把握し、正確な納税者基本情報を維持管理する。

迅速に各種証明書を発行し、円滑な事業活動をサポートする。 

① 効果的・効率的執行：把握のための仕組みづくり(届出・申請を含む）と内部処理手

順の文書化及び関係する部署間での情報共有。 

② 納税者サービス：迅速な手続き（窓口における待ち時間の短縮、VAT 証明書の早期

発行処理など）及び新規・異動手続きについての周知・広報。 

(2) 申告・納税手続 

  適切な内部処理のため、申告等と納税段階で保有する納税者情報を照合する。 

① 効果的・効率的執行：照合のための仕組みづくりと内部処理手順の文書化及び関係

する部署間での情報共有。 

② 納税者サービス：迅速な手続き（窓口における待ち時間の短縮、還付金支払の早期

処理など）及び申告相談、事務手続きについての周知・広報。 

(3) 税務調査 

  適正な申告納税が行われているか調査し、納税者のコンプライアンスを高める。 

① 効果的・効率的執行：活用すべき情報等の蓄積、管理及び共有と納税者の態様に応

じた調査手法の確立。 

② 適正手続の確保：公平に調査対象者の選定、適正な法定手続に基づいた調査の実施。 

(4) 債権管理 

  国税債権について適切に管理する。また、期限内に納付を行わない者に対し滞納処分

を執行し、確実に徴収する。 

① 効果的・効率的執行：債権が時効にかからないよう、適切な管理。活用すべき情報

等の蓄積、管理及び共有と事案（悪質、大口、処理困難など）に応じた滞納整理方

針の確立。 

② 適正手続：一定の手順に従った滞納処分の実施。 

上記目指すべき姿に向けた解決策及びその効果の詳細は、以下のとおりである。 
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5.2 納税者情報管理 

5.2.1 手続の標準化 
(1) 解決策 

納税者情報管理徹底のため、納税者情報が常に維持管理される手続きを設定

すべきである。具体的には、納税者に異動が発生した場合に生じる MOC 等の

関連省庁（含む地方自治体）の更新情報7、及び、省庁外民間企業からの情報

と GDT の納税者情報を定期的に照合する手続きを設定する必要がある。 

また、納税者情報の信頼性を高めるため、GDT 内部での下記手続を実施する。 

① 納税者情報の登録時の確認手続を適切に行う。 

② 納税者情報の照合や更新手続を適切に行う。 

③ 定期的（例えば 3 年ごと）な各納税者情報のクレンジングを実施する。 

④ 態様区分による管理を実施する。（実施するためには、どのような情報を

どのような方法により、どういう頻度で行うか枠組みを構築する必要があ

る。） 

⑤ 手続き①～④が適切に行われているか確認、または、モニターする機能を

構築する。 

また、納税者情報の照合については将来、IT 化を通して自動化が可能なもの

であると考える（税務行政の高度化、効率化）。その一方で、他省庁との調整

及びシステムを利用した情報連携には多くの時間を要することから中長期の

投資となると考える。 

(2) 期待される効果 

正確な納税者の把握を通して現在、課税漏れが生じている分について課税可能

となり、課税ベースの拡大を通じて、税収の拡大が期待できる。また、税務調

査部門及び債権管理部門では現在多くの時間を要している正確な納税者情報

の取得に関わる時間が削減される効果がある。 

 

5.2.2 情報共有の推進 
(1) 解決策 

情報共有を促進するために、関連省庁間との手続き標準化を行う。その際は、

一方的に GDT がこれら関連省庁から情報を得るのではなく、関連省庁に対し

ても GDT で入手した情報を法律上可能な範囲で共有し、情報の精度をお互い

                                                           
7 更新情報には GDTで実施しているセンサス情報の利用も考えられる。 
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に向上させることが必要である。なお、情報共有の際には、利用するフォー

マットを統一化することも考えられる。また、GDT 内においては、関連省庁

から入手した情報をハードデータで税務署側と共有するか、あるいは、ハード

データをスキャンし、そのスキャンデータを税務署側と共有するか等検討する。

いずれの方法にせよ、税務署側とも定期的あるいは適時に情報の共有をする必

要がある。 

(2) 期待される効果 

情報共有の促進が期待できるとともに、他省庁においても業務改善効果が期待

できることから、カンボジア政府全体の行政の底上げが期待できる。 

 

5.2.3 決裁手続の簡素化、重複業務の解消 
(1) 解決策 

VAT Certification 発行プロセスに関して、DLT/税務署及び DTSTA で其々7

名、その後に 2 名の Deputy Director General、最終的に Director General の承

認を要する決裁プロセスを、ガバナンス上の問題をクリアした上で簡素化す

る。例えば、決裁案件について基準を設け、DG までの決裁を必要とするもの、

必要としないものに区分し、委任可能なものについては委任するということが

考えられる。また、同一プロセスを行っている DLT/税務署と DTSTA での確

認業務を、どちらか片方の部署に集約する。 

なお、輸出入取引を行うことだけを目的として、VAT 番号を不正に取得し、

納税義務を履行しない納税者に対しては、GDCE と連携することによって輸出

入取引の停止措置を執るといった対応をすべきである。 

(2) 期待される効果 

決裁プロセスの簡素化・重複業務の集約による業務の効率化により、最適な人

材資源の配分が可能となる。また、責任権限の明確化も図れる。 

 

5.2.4 啓発・広報の推進 
(1) 解決策 

異動情報の届出について、納税者側への定められた手続きの周知徹底が必要

である。例えば、以下のことが考えられる。 

申告、納税の際に、職員や銀行担当者から、「住所、屋号等に変更はないか」

と尋ねることに加え、納税者から質問等が電話等を通じてなされたときには、

同様に尋ねる。 

また、必要な手続きを行わなかった場合にペナルティが課されることも Web

や各種媒体、セミナー等を通して、納税者に周知徹底する必要がある。 
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(2) 期待される効果 

短期的にどれだけの効果が期待できるかは不明であるが、納税者の意識の変革

によるコンプライアンス向上により長期的には税収増加、及び、GDT におけ

る業務量の低減による最適な人的資源の配分が期待できる。 

 

5.3 申告・納税手続  

5.3.1 手続の標準化 
(1) 解決策 

各税務署における窓口での申告受付時の役割・そして関連する手続きを、各

税務署の現状を踏まえた上で、一定の範囲で明確かつ統一すべきである。具

体的には窓口では申告書類を受け付けるのみか、もしくは一定の確認作業を行

うのか定める。また、もし確認作業を行う場合は、どこまで確認を行うべきか、

統一すべきである。また、窓口では申告書記載について相談を受けるケースも

あるが、こういった相談サービスをどこで行うか整理し行う場合は Web 等を

通し納税者への広報を行う。具体的には、以下のことが考えらえる。 

① できるかぎり窓口で行える手続の手順を、ポスター等として窓口に張り

出すようにし、納税者も、職員も、同じ内容をみて判断できるようにす

る。 

② すべての手続についてパンフレット等を作成し、Web に掲載する。 

③ 窓口は、各種の手続きを受け付ける機能のみとし、質問等については、

別の窓口を設けるようにする。あるいは、会計事務所など手続をよく理

解している人たちに対する対応の窓口と、よく理解できていない、間違

いの不安をもった納税者に対応する対応窓口といったわけ方をし、棲み

分けを作る。 

④ 納付手続については、できる限り納税者サービスに資するよう、銀行と

のデータやりとりを検討する。 

(2) 期待される効果 

窓口での役割及び手続きを標準化することにより、その後に続く他の業務（例

えば税務調査業務）との棲み分けがなされ、GDT 全体の業務改善を通じ、最

適な人的資源の配分が可能となる。また、税務相談部署を明確にしたうえで、

相談窓口の設置及び広報は、納税者の利便性が向上し、長期的には税収増につ

ながる。 
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5.3.2 情報共有の推進 
(1) 解決策（GDT 内の情報共有） 

スキャンデータが保存されているサーバと SAS のデータベースを統合するべ

きである。なお、情報共有にあたっては、どの情報をどこまで共有できるか

ガイドラインを明確にするとともに、情報は単に閲覧するのみか、もしくは更

新も伴うものか事前に整理しておく必要がある。 

(2) 期待される効果（GDT 内の情報共有） 

データベースの統合は、担当者が必要とする情報を適時に共有することを可能

にし、業務効率を上げるとともに、多くの投資を行なわなくても短期にメリッ

トが GDT 内で得られるため、早期の実施が推奨される（税務行政の効率化）。 

(3) 解決策（GDT 外との情報共有） 

税収納取扱金融機関と連携して、税金振込書の様式を統一し納付税目を明ら

かにすることが必要である。また、将来的には税収納取扱金融機関から入手

する入金データをハードコピー・PDF ファイルから IT システムにインポート

可能な Excel ファイル等に変更する。 

(4) 期待される効果（GDT 外との情報共有） 

銀行納付書の様式を統一し納付税目を明らかにすれば、DLT/税務署の Return 

Processing Bureau（一部の税務署では Tax Arrears Collection Bureau）での納税

費目の確認作業はなくなり、事務負担が軽減されるとともに、 

業務スピードが上がる。また、将来的に、インポート可能な入金データを金融

機関から入手することによって、銀行納付書との消し込みをシステムにより効

率的に行うことが可能となる。（税務行政の効率化、高度化）。 

 

5.3.3 手続の簡素化 
(1) 解決策（納税申告受付業務） 

申告書について、申告額が算出可能なエクセルフォーマットを Web 等から納

税者に配布し、納税者の利便性を図るとともに申告書上の計算エラーの発生

リスクを抑えるべきである。また、将来の E-filing への移行を視野に電子デー

タによる申告書の作成、郵送による GDT への申告書の提出、PC 設置による

各税務署窓口における申告データの入力及び申告書提出、さらには自宅からの

申告データの入力・送付という段階を踏んでいくことが考えられる。 

(2) 期待される効果（納税申告受付業務） 

Web 等から納税者へのエクセルフォーマットの配布は、短期的かつ少ない投

資で申告書納税額の信頼性が向上し、申告納税手続にかかる事務作業の効率化
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が図れるとともに、納税者サービスの向上にもつながる。また、段階を踏んだ

E-filing の導入は多様な納税者に対して納税方法の選択を可能とし、この点も

納税者サービスの向上につながると言え、長期的には税収増が期待できる。 

(3) 解決策（納税額確認業務） 

申告税額の確認作業のダブリまたは漏れを防ぐための確認作業を、どの部署

が責任を持ってどこまで行うか明確にする必要がある。この点については法

律上の解釈として不備が生じないか改めて確認する。 

(4) 期待される効果（納税額確認業務） 

早期に申告税額の確認作業の見直しを実施することにより、多くの投資を行な

わなくても短期に確認作業のダブリまたは漏れを防ぎ、事務作業の効率化等の

効果が見込める。 

(5) 解決策（申告書等のソフトデータの管理） 

税務署ごとに別箇に行っているスキャン作業を中央でまとめて処理する施設

（Data Processing Center）を設置する。 

(6) 期待される効果（申告書等のソフトデータの管理） 

スキャン作業を中央でまとめて処理する施設（Data Processing Center）を設置

することは、どこまで処理を行わせるかにより投資額の規模も変わるが、比較

的短期に作業効率が上がり、網羅的にスキャンデータが管理されるといったメ

リットが GDT 内で得られると言える（税務行政の効率化）。 

(7) 解決策（税額計算機能） 

計算誤り者を効率的に抽出するため、申告書と添付資料の整合性が図れ、そ

れら申告情報から正確な納税額を算出する機能を SAS に付加する。また将来

的には、申告内容に非違が見込まれる納税者を抽出するため、申告事績及び計

算事績を管理・分析する高度な機能も付加する。 

(8) 期待される効果（税額計算機能） 

将来的に高度な税額計算機能を有したシステムを導入することで、効率的に間

違った税額を発見するが可能となる（税務行政の高度化、効率化）。 

 

5.4 税務調査   

5.4.1 手続の標準化 
(1) 解決策（調査対象企業の選定基準・調査手続きの明確化及び標準化） 

税務調査対象企業の選定ガイドライン及び税務調査手続を明確にし、調査が

必要な対象企業の漏れがないようにするとともに、定められた手順に従った
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公平・公正な税務調査を実施し、GDT 内の税務調査の透明性を図るべきであ

る。なお、ガイドラインについては、国情に合わせた内容が必要と言える。 

(2) 期待される効果（調査対象企業の選定基準） 

多くの投資を必要とせず、短期に GDT 内の税務調査の透明性を図れる。 

(3) 解決策（マニュアル整備） 

税務調査について GDT 共通のマニュアルを整備し、調査内容について一定の

品質が保持されるようにすべきである。また、その定着のための GDT 内部の

研修等も行う。なお、税務調査の実行性をあげるため、調査事例を体系化する

ことも考えらえる。この点、JICA 長期専門家が現在、別途、事例集を策定し

ていることから、こういった調査結果をまとめて参考にすることも推奨される。 

(4) 期待される効果（マニュアル整備） 

一定の投資を必要とし、かつメリットを享受するにはマニュアルの浸透に向け

た教育・研修も必要とすることから短期の回収効果は難しいが、GDT 内の税

務調査の透明性も図れるといえる。 

 

5.4.2 情報共有の推進 
(1) 解決策（GDT 内） 

税務調査対象選定または調査実施時に必要となる各企業の財務情報や税務申

告データについて、Return Processing Bureau 等との間で課税事績検索機能等

IT を活用した情報の共有を推進すべきである。なお、役職に合わせた新規登

録・閲覧・更新・削除権限等、一定のアクセス権限を付与した上で共有化を

図るべきである。 

一方、税務調査結果についても他部局で必要となる情報が多いため、調査結果

の開示基準を策定し、関係部局による当該情報へのアクセス権限の付与を行う

べきである。なお、調査結果の開示については、それらの情報が正しく更新さ

れていることを確認の上、調査結果に係る情報及び企業情報（B/S、P/L 等）

を分類し、開示することが考えられる。 

なお、上記アクセス権限を付与する場合は、適切なセキュリティ管理のもと行

う必要がある。現状、DIT では不正アクセスを防ぐためにアクセス履歴や編集

履歴の記録を実施しているが、不用意にデータが削除されないためにアクセス

権限が正しく設定されるよう管理する必要がある。 

(2) 期待される効果（GDT 内） 
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アクセス権限の見直し及び調査結果の開示は、担当者の調査情報収集にかかる

時間を短縮させ、業務効率を上げる。多くの投資を行なわなくても短期にメリ

ットが GDT 内で得られるため、早期の実施が推奨される 

(3) 解決策（GDT 外） 

税務調査を効率的・効果的に行うために、GDCE、土地利用省等の GDT 外の

関連省庁から、輸出入取引金額データ・資産情報など、どのような情報を、

どのような方法で入手すべきかの手続きを GDT 及び関連省庁間で決定し、将

来的に GDT 外も含め、電子データにより情報の共有が行われることが必要で

ある。 

(4) 期待される効果（GDT 外） 

関連省庁からの情報に関して、システムを活用し、効率的にソフトデータとし

て保存・活用することが可能となり、より短期で効率的・効果的な税務調査を

行うことが可能になる。実施に向けては、中長期の投資となると言える（税務

行政の効率化、高度化）。 

 

5.4.3 手続の簡素化 
(1) 解決策（調査の重複、非効率な決裁） 

同一納税者への税務調査を複数の部局で行っているため、調査分担を見直す

ことが望ましい。なお、日本のように、強制権限を持った査察調査を実施す

ることも考えられる。 

税務調査結果の決裁プロセスに関して、DLT/税務署で 7 名、その後に 2 名の

Deputy Director General、最終的に Director General の承認を必要とし、決裁の

ために長期間を必要としており、当該プロセスの見直しにより、簡素化でき

る可能性がある。 

(2) 期待される効果（調査の重複、非効率な決裁） 

調査分担の見直しや決裁プロセスの簡素化により業務の効率化につながり、最

適な人的資源の配分が可能となる。また、税務調査にかかる納税者負担の軽減

効果が達成できる可能性がある。 

(3) 解決策（VAT クロスチェック） 

VAT のクロスチェックを効率化するため、IT システムを導入することが考え

られる。具体的には、まず、SALES RECORD/PURCHASES RECORD のエクセ

ルフォームを作成し、そのエクセルフォームを取り込み、マッチング処理が可

能なシステムを構築する。また、エクセルフォームの入力方法をマニュアル化

し、web 上にマニュアルを載せるなど、納税者に対し広報活動を行う。さらに、
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納税者に当該エクセルフォームを申告書の添付資料として提出させることで、

現状、GDT にて手作業で行われているクロスチェック作業の効率化・簡素化

が図れると考えられる（税務行政の効率化、納税者サービスの向上）。 

 

(4) 期待される効果（VAT クロスチェック） 

VAT クロスチェッキングの自動化により、納税者サービス及び調査対象者選

定に係る業務効率の向上につながる。ただし、実際の自動化には、一定の投資

額が必要になると想定されることから中長期の投資となると考えられる。 

 

5.5 債権管理 

5.5.1 手続の標準化 
(1) 解決策 

債権管理部門の役割を再度確認し債権回収の促進を図るために何が必要か、

もしくは不足しているか手続きを見直す必要がある。現在、欠けている手続

きとしては以下である。 

① 既存滞納債権のクレンジング 

どの債権に回収可能性があり、またないのか評価を行い、その属性に合わ

せた対処策を考える。また、債権の回収可能性を評価する上で GDT 内及

び外からどのような情報を入手すべきか明らかにする。 

② Aging List に基づく効率的な債権管理 

上記クレンジングを行うとともに滞納債権が実際に何日間の滞納期間と

なっているか個別債権を区分し、支払期限を過ぎた債権については段階を

踏んでどのような督促または回収手続きを踏むか決定する。 

また、一定の滞納期間が過ぎた債権については、最終的にどこまで法的手続き

を踏むかを明確にするとともに、明確にした後はその法的措置を執行するべき

である。こういった措置を講じない場合は納税者のモラルハザードを招く恐れ

があるので、厳格な対応を行うべきである 

(2) 期待される効果 

手続の標準化により、担当者が代わった場合（特に未経験者が担当した場合）

でも、業務がルーチン化され、効率の良い債権回収が比較的早く実施される等、

一定の業務成果が期待できる。なお、これらは多くの投資を必要とせず、比較

的短期に実施が可能と考えられる。 
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5.5.2 情報共有の推進 
(1) 解決策 

債権管理上、納税者情報の共有は GDT 内及び外ともに重要であるが、特に

MOC や GDCE 等の他省庁との情報共有についてどのような情報をどのよう

な方法により、どういう頻度で行うか枠組みを構築する必要がある。 

(2) 期待される効果 

他省庁からの情報入手により、捕捉できない滞納者の早期発見や未納者への法

的措置の効率的な実施が可能となり、債権管理業務の回収機能の強化が実現で

きる。また、将来的には税収納取扱金融機関及び他省庁から情報を電子データ

で入手することにより、自動で名寄せが行え、滞納債権の回収可能性を正確に

把握することが可能となる（税務行政の効率化、高度化）。 

 

5.5.3 手続の簡素化 
(1) 解決策 

債権督促の方法について、効率面から以下の手順を推奨する。 

① 電話またはメールによる連絡 
② 郵送による督促状の交付 
③ 税務職員による督促状の手交 

本件は現在の法律との関係で実施可能か検討を行う必要があるものの業務効

率の観点では見直すべき手順といえる。8 

(2) 期待される効果 

法律上クリアすべき課題はあるが、多くの投資を行なわなくても短期に業務改

善によるメリットが GDT 内で得られるため早期の実施が推奨される。 

 

5.5.4 啓発・広報の推進 
(1) 解決策 

納税者の期限内納付・追徴税額納付の意識向上を図るとともに、納付しない

場合はペナルティがあること、場合によっては強制的回収措置が執行される

ことを納税者に周知徹底させることが必要であり、その啓発・広報を充実す

べきである。 

(2) 期待される効果 

納税者の意識の変革による税収増加及びGDTにおける業務量の低減が長期的

に期待できる。 

                                                           
8 本調査終了時に、GDT より「当該法改訂の検討」が開始されたとの話があった。 
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5.6 課題及び解決策のサマリー 

各業務における課題及び解決策のサマリーは下記の通りである。 

  

項目 NO 課題 リスク・デメリット NO 解決策 具体案

4.2.1 不完全な納税情報維持管
理手続き

①手続きが確立されていないため、公平か
つ適正な課税及び徴収ができていないおそ
れがある。
②「態様区分」などの必要情報が管理され
ておらず、不正確な登録情報が放置されて
いるため、最新情報の確認が必要となり非
効率である。

5.2.1 納税情報維持管理手続の
標準化

①MOC等の関連省庁、民間企業との納税

者情報に関わる定期的照合手続きを設定す
る。
②GDT内部での納税者情報の登録および更

新時の適切な確認手続の設定を行う。
③納税者情報の定期的クレンジングを実施
する。
④態様区分による管理を実施する。
⑤上記手続きのモニター機能を構築する。

4.2.2 不十分な情報共有（GDT
内、外）

①関連省庁からの情報入手が容易でなく、
非効率な手続きとなっている。
②入手情報についてもGDT内で有効活用さ

れておらず、納税者情報の正確性の担保が
十分はかられていない恐れがある。

5.2.2 情報共有の推進 ①関連省庁との情報共有手続の標準化し、
情報共有時のフォーマット統一による効果的
な情報共有の推進を図る。
②ハードデータもしくはスキャンデータ利用に
よる情報共有の推進を図る。

4.2.3 手続のダブリ、非効率 VAT Certificateの取得手続に関して長時間

要しており納税者サービス上、問題が生じて
いる。

5.2.3 決裁手続きの簡素化、重
複業務の解消

①決裁条件を見直し上長不在時における決
裁委任を検討する。
②LTD/BranchとTSTADでの確認業務の集

約を検討する。
③VAT不正取得者に対する罰則を強化す

る。

4.2.4 啓発・広報の不備 納税者より異動の届出がなされることは少
なく、本来不要である住所の実地確認作業
が生じている。

5.2.4 異動情報の届出について
周知徹底を通した啓発・広
報の推進

①納税者から質問を受けた際に異動届の必
要性の有無確認を行う。
②異動情報の未届についてペナルティが課
される事を納税者に周知徹底する。

4.3.1 不明確もしくは不統一な手
続き

申告受付時の対応が不統一なため不効率
な事務手続きが行われている恐れがある。

5.3.1 申告・納税手続の標準化 各税務署における窓口での申告受付時の役
割および手続きを一定の範囲で明確、統一
する。

GDT内のデータベースが統合されていない

ため、必要情報の取得に時間を要している。

GDT内のデータベースを統合する。

納付税額の内訳が不明な税金振込書が納
税者から提出される場合があり確認作業に
時間を要している。

①税収納取扱金融機関と連携して、税金振
込書の様式を統一し納付税目を明らかにす
る。
②税収納取扱金融機関から入手する入金
データをExcelファイル等に変更し、税金振込

書との消し込みのシステム化を検討する。
GDTによって提供されている申告書作成

ツールが限られているため、簡単・迅速に申
告書作成ができない。

簡単・迅速に作成できる申
告書エクセルフォーマットの
Web等から納税者への提

供

申告額が算出可能なエクセルフォーマットを
Web等から納税者に配布し、納税者の利便

性を図るとともに申告書上の計算エラーの発
生リスクを抑える。

現在のSASには、申告情報から納税額を算

出するような高度な計算機能はないため間
違った税額がSASに入力されても発見でき

ない恐れがある。

税額計算機能の追加 計算誤り者  を効率的に抽出するため、申告

書と添付資料の整合性が図れ、それら申告
情報から正確な納税額を算出する機能を
SASに付加する。

GDTとして各申告税額についてすべて網羅

的に確認を行う体制となっていない。

納税申告受付業務の役割
の明確化

申告税額の確認作業のダブリまたは漏れを
防ぐための確認作業をどの部署が責任を
持ってどこまで行うか明確にする必要があ
る。

インフラが整っていないことからGDT全体で

統一的なデータ管理ができていない。

申告書等のソフトデータの
管理

スキャン作業の中央処理化（Data
Processing Centre）は作業の効率性、網羅

性の観点から望ましいといえる。

納税者情報管理

申告納税手続き

4.3.2 不十分な情報共有（GDT
内、外）

5.3.2 情報共有の推進

4.3.3 手続のダブリ、非効率 5.3.3
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項目 NO 課題 リスク・デメリット NO 解決策 具体案

調査対象企業の選定基
準・調査手続きの明確化お
よび標準化

税務調査対象企業の選定ガイドライン及び
税務調査手続を明確にする。

マニュアル整備 税務調査についてGDT共通のマニュアルを

整備し、調査内容について一定の品質が保
持されるようにすべきである。

①GDT内のデータベースが統合されておら

ず、税務調査担当者が個別に他部署に情報
を依頼し取得に時間を要している。
②SASに入力された申告書情報もアクセス

権限が限定されており必要情報を容易に利
用できていない。

①各企業の財務情報や税務申告データにつ
いて、Tax Return Processing Bureau等と間

で課税事績検索機能等ITを活用した情報の

共有を推進すべきである。
②役職に合わせた閲覧権限等一定のアクセ
ス権を付与する。

GDT内の情報共有が不十分なため不正確

かつ非効率な税務調査となっている。

税務調査結果の開示基準を策定し、関係部
局による当該情報へのアクセス権の付与を
一定のセキュリティのもと行うべきである。

税務調査に必要な情報交換にかかわる正
式な取り決めが関係省庁等とGDTの間で定

められていないため、効果的・効率的な調査
ができていない。

関連省庁から、どのような情報を、どのような
方法で入手すべきかの手続きをGDT及び関

連省庁間で決定し、将来的にGDT外も含

め、電子データにより情報の共有が行われ
ることが必要である。

税務調査を複数の部局で行っており、納税
者のコンプライアンスコストが高くなってい
る。

同一納税者への税務調査を複数の部局で
行っているため調査分担を見直すことが望ま
しい。

Re-assessment Reportの承認に関し多数の

決裁プロセスを要しており納税者への
Assessment Letterの発送までに長時間を要

している。

税務調査結果の決裁プロセスに関して見直
しを行い、簡素化を検討する。

VATのクロスチェックは手作業となっており

作業効率は悪く、多くの時間・人員を要する
作業となっている。

ＶＡＴクロスチェックシステム
導入

SALES RECORD/PURCHASES RECORDの

エクセルフォームを作成し、そのエクセル
フォームを取り込み、マッチング処理が可能
なシステムを構築する。

4.5.1 不統一な手続き 債権管理手続きが標準化されておらず、非
効率な作業となっている。

5.5.1 手続の標準化 債権管理部門の役割を再度確認し債権回収
の促進を図るために何が必要か、もしくは不
足しているか手続きを見直す必要がある。

4.5.2 不十分な情報共有（GDT
内、外）

納税者情報について関連省庁および税収納
取扱金融機関から情報の取得が、適切に行
われていない。

5.5.2 情報共有の推進 MOCや GDCE等の他省庁との情報共有につ

いてどのような情報をどのような方法により、
どういう頻度で行うか枠組みを構築する 必要

がある。

4.5.3 手続のダブリ、非効率 債権督促のレターについてはGDT自らが納

税者を往訪している。

5.5.3 手続の簡素化 債権督促レターによる督促方法について効
率面から考えると以下の手順の方が効率が
よいと考える。
① 電話またはメールによる連絡
② 郵送による督促状の交付
③ 税務職員による督促状の手交

4.5.4 啓発・広報の不備 実効性の弱い債権回収対応は納税者の納
税義務に対するモラルハザードを引き起こし
ている恐れがある。

5.5.4 啓発・広報の推進 納税者の期限内納付・追徴税額納付の意識
向上を図るとともに、納付しない場合はペナ
ルティがあることを周知徹底すべきである。

5.4.1

債権管理

税務調査 4.4.1 不統一な手続き 税務調査対象企業の選定方針・基準及び税
務調査手続が明確化されていないため、公
平・公正な税務調査を実施する上で問題が
ある。

4.4.2 不十分な情報共有（GDT
内、外）

情報共有の推進

4.4.3 手続のダブリ、非効率 5.4.3 手続の簡素化

5.4.2
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第６章 IT マスタープラン策定支援のためのロードマップ 
 

6.1 スコープ 

6.1.1 ロードマップのスコープ 

第 5 章で述べた解決策を踏まえ、IT マスタープラン策定の大枠の方向性を取りまとめ

たロードマップを作成する。ここで、解決策には IT 化によって解決すべきことと非 IT

によって解決すべきことがあるため、まず解決策の IT 化・非 IT 化の仕分け基準を明確

にする。 

(1)  IT・非 IT の仕分け基準 

1) IT 化を考える業務 

① 電子データでの処理が可能なもの 

② 反復・大量で定型的なもの 

③ すでに IT 化の実績があり、実現が想定できるもの 

④ 投資対効果の観点で非合理でないもの 

上記条件に合致するものについて以下、4 つの業務フローについてそれぞれ検

討を行う。 

 納税者情報管理 

納税者情報の処理については上記条件①～③に合致するものといえる。

ただし、④の観点で適応するかは別途検討の必要がある。 

 申告・納税手続 

申告情報の処理については上記条件①～③に合致するものといえる。た

だし、④の観点で適応するかは別途検討の必要がある。なお、納税者が

別途申告について窓口等にて相談にのっているが当該業務は定型的な問

い合わせ以外は IT 化が困難と考える。 

 税務調査 

納税者情報の共有については上記条件①～③に合致するものといえる。

ただし、④の観点で適応するかは別途検討の必要がある。なお、いずれ

の納税者層をターゲットに調査を行うか等政策的に決定される手続きに

ついては IT 化が困難と考える。また、法律上規定される調査結果の手交

や実際の税務調査業務については IT 化が困難と考える。 

 債権管理 

債権管理情報の処理については上記条件①～③に合致するものといえる。

ただし、④の観点で適応するかは別途検討の必要がある。なお、法律上
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規定される納税額の手交及び債権回収のために必要な強制執行業務につ

いては IT 化が困難と考える。 

2) IT 化に適さない業務 

実務上や法律上の要請により納税者と対面を通してのコミュニケーションを

要する業務や物理的な移動を要する業務は IT 化に適さない業務といえる。ま

た、将来的に IT 化を考えるが現状のままでは IT 化が難しい業務に対しプロセ

ス・手続きの簡素化、標準化、情報の共有をロードマップ上、必要なステッ

プとして取り込むこととした。このステップ自体は IT の要素は入っていない

が、将来の IT 化に向け必要な工程である。 

上記 IT 化・非 IT 化の区分基準を前提としたロードマップと IT マスタープランの関係

図を示し、ロードマップのスコープイメージを明らかにする。 

 

14図 6－1 ロードマップと ITマスタープランの関係図 

 

6.1.2 IT マスタープラン策定のためのスコープ 

ロードマップと IT マスタープランのスコープの関係は、上記のとおりである。なお、

IT マスタープランにおける詳細なスコープイメージ（案）を以下に示す。 

一次開発とは、ロードマップ作成作業における業務プロセス検討の結果、短期におい

て IT による対応が可能となった事項に関して IT による解決を行うものである。基本的

に、既存システムへの追加、変更で対応が可能なものを対象とする。システム要件定

義を実施し、調達、設計・開発、テスト・教育及び運用・保守を実施する。 
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そして以下の要件の検討を行う。 

 既存システムに関するシステム課題及びリスクの抽出と評価、対応策の立案・実

行 

 SAS と個別データベース（Database : DB）の統合（個別 DB の中央統合化） 

 

二次開発とは、ロードマップ作成作業における業務プロセス検討の結果、中長期にお

いて IT による対応が可能となった事項に関して IT による解決を行うものである。シス

テムの刷新を想定し、要件に耐えうる規模のシステムを構築する。システム要件定義

を実施し、調達、設計・開発、テスト・教育及び運用・保守を実施する。 

そして以下の要件のシステム化を行う。 

 E-Filing の実装（電子申告の導入） 

 VAT クロスチェックのシステム化 

 関連省庁のシステムとの連携による情報共有 

 

 

15図 6－2 ITマスタープラン策定スコープ 

 

6.2 フェージング  

6.2.1 ロードマップのフェージング 

(1) ロードマップ上の達成目標 

第 3 章で述べた近代化・自動化のビジョン及びゴールを達成するため、現状の問

題点を把握し、その解決策を表現したロードマップを作成する。ロードマップを

作成するうえでは、時系列に短期、中期及び長期それぞれに達成目標を設定し、

最終的には近代化・自動化のビジョン及びゴールの達成を目指すこととなる。な

お、短期・中期・長期の区分基準については後述する。 

1) 短期における達成目標 

一次開発
計画

ビジネス
プロセス改善

ビジネスプロセス改善（継続）

① ＩＴによって解決すべきこと（一次開発）

② ＩＴによって解決すべきこと（二次開発）

③ ＩＴ以外によって解決すべきこと

一次開発
調達・システム開発

二次開発
計画

二次開発
調達・システム開発

ＩＴマスタープラン策定スコープ
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効率的な課税徴収業務の推進、及び、納税者サービスの向上による税収増の実

現 

2) 中期における達成目標 

システムによる業務簡素化・納税者の負担軽減による税収増の実現 

3) 長期における達成目標 

高度なシステム運用による税収増の実現 

(2) 短期・中期・長期の区分基準 

IT マスタープラン策定支援のためのロードマップ作成ということから、一定規模

以上のシステム投資については 5 年程度を要すると考え、1 年、5 年、5 年超とい

うスパンで短期・中期・長期を考える。また、個々のソリューションについて、

その制約要因に基づき判断されるものであるが、以下を短期・中期・長期の区分

基準として考える。 

1) 短期（1 年） 

 大きな投資を必要とせずGDTのマネジメントの意思決定において実現可

能なもの。 

 投資がその後のフェーズで無駄にならないもの、もしくはその後の中長

期の投資のために必要なステップであるもの。 

2) 中期（5 年） 

 一定規模以上のシステム投資を必要とするものであるが、MEF/GDT のマ

ネジメントの意思決定においてほぼ実現可能と期待できるもの。 

3) 長期（5 年超） 

 一定規模以上のシステム投資を必要とするものであり、かつ MEF/GDT

のマネジメントの意思決定のみでは実現可能が難しいと考えるもの。 

6.2.2 IT マスタープラン策定に向けてのフェージング 

ロードマップ作成において ITにより解決すべきことと IT以外によって解決すべきこと

の振り分けを実施した。また、短期的に解決すべきことと、中長期的に解決すべきこ

との定義を実施した。 

IT マスタープランにおいて、「短期」とは、今フェーズにて対応内容が明らかになっ

ている、かつ、システムに大幅に手を加えることのない対応を対象とする。例えば、

エクセルシートに対するマクロ開発、サーバ設置場所の集約、単純に物理的な統合の

みで可能な DB 統合（データフォーマット合わせや、データクレンジング等は行わない）

等の事項を対象とする。 
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また、「中期」及び「長期」とは、BPI 実施後に、税システムとしてシステム全体の再

構築する事項を対象とする。 

① 短期的に解決すべきことは、「①IT によって解決すべきこと（一次開発）」を

対象とし、IT マスタープラン策定のスコープの一つとして一次開発計画策定を

行う。計画項目は、システム化の見積り、作業分割構成図（WBS）の策定であ

る。 

② 上記に並行して、「ビジネスプロセス改善」を行い、「②IT によって解決すべ

きこと（二次開発）」の計画策定と、「③IT 以外によって解決すべきこと」の

実施段階に入る。 

③ なお、IT によって解決すべきことや IT 以外によって解決すべきことの具体的

な内容は、ロードマップ案を参照のこと。 

④ 「ビジネスプロセス改善」では、BPI として、「あるべき姿」に近づけるため

ビジネスプロセスを変更する活動を行う。 

⑤ 「二次開発計画」ではシステム方針及び開発方法の策定を行う。その際、大規

模なシステム構築において、品質の高いシステム構築ができるように、業務で

扱うデータの構造や流れに着目し、システム設計を行う手法である、DOA を

基本として採用する。なお、パッケージの適合については、「ビジネスプロセ

ス改善」において検討を必要とするが、国レベルの独自のシステムであること

から、ERP 等のパッケージを採用する可能性は低いと考える。 

以下に、各フェーズにおいて GDT による判断を必要とする事項を示す。 

① 一次開発 計画 

 システム化対象の業務スコープ 

 見積に対する予算規模 

 一次開発のスケジュール 

 一次開発マスタースケジュールに沿った要員 

② 一次開発 調達・システム開発 

 システム化対象機能・非機能 

 調達に関する事項（計画、業者、発注価格等） 

 設計内容の合意 

 テスト結果確認とシステムサービスインの判断 

 運用・保守に関する計画 

③ 二次開発 計画 

 システム化対象の業務スコープ 

 見積に対する予算規模 

 二次開発のスケジュール 
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 二次開発マスタースケジュールに沿った要員 

④ 二次開発 調達・システム開発 

 システム化対象機能・非機能 

 調達に関する事項（計画、業者、発注価格等） 

 設計内容の合意 

 テスト結果確認とシステムサービスインの判断 

 運用・保守に関する計画 

⑤ ビジネスプロセス改善 

 ビジネスプロセス改善事項のスコープ 

 ビジネスプロセス改善後の業務要件（業務フロー、業務ルール等） 

 ビジネスプロセス改善の定着化 

⑥ ビジネスプロセス改善（継続） 

 ビジネスプロセス改善の定着化 

 

6.3 ロードマップ 

上記スコープ、及び、フェージングを前提にロードマップ図を作成した。なお、以下にロ

ードマップ上の各業務の概要イメージ図及びロードマップ図を示す。 

(1) 納税者情報管理の概要イメージ図 

 

(2) 申告・納税手続の概要イメージ図 



租税総局能力強化プロジェクト  ファイナル・レポート 

ITマスタープラン策定支援のためのロードマップ作成支援 

46 

 

(3) 税務調査の概要イメージ図 

 

(4) 債権管理の概要イメージ図 
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(5) ロードマップ図 

 

納税者情報管理

①
納税者情報管理に係る手続を標準化すること

で、作業の無駄を排除し、業務効率化を図る。

③
GDT内の納税者異動に係る多重の承認プロセス
を簡素化し、業務効率化を図る。

④
啓発・広報により納税者に異動手続を周知させ、
納税者の納税意識を高める。

申告・納税手続

①
申告書受付手続を標準化することで、作業の無
駄を排除し、業務効率化を図る。

カテゴリー
短期 中期 長期

2014/10~2015/12 2016/1～2019/12 2020/1~

効率的な課税徴収業務の推進、及び、納税者
サービスの向上による税収増の実現

システムによる業務簡素化・納税者の負担
軽減による税収増の実現

高度なシステム運用による
税収増の実現

IT化におけるステップ

1次開発 2次開発

・既存システムを前提とした追加・変更

・2次開発のための土台作り
新規の設計・開発（システム刷新） 高度なシステム運用

②
関連省庁等との納税者異動に関する情報を共有

し、納税者異動による徴収漏れを防ぐ。

②

既存データの有効活用によりGDT内の情報共有
を徹底させ、また、税収納取扱金融機関と連携し

て、銀行納付書の様式を統一し納付税目を明ら
かにすることで、業務効率化を図る。

申告・納税状況のシステムによる管理、税額計算
や納付額チェックのシステム化、及び、データプ

ロセッシングセンターの設置等IT技術を推進力と
し、業務効率化を図り、GDTの事務コストを軽減

させる。
また、申告書のエクセルフォーマットを提供・各
Tax Branch等におけるPCを設置することで、電

子申告導入のための基礎を固める。
さらに、電子申告を導入し納税手続を簡素化する

ことで、納税者の申告事務の負担を軽減し、納税
率を向上させる。
また、申告税額の確認作業をどの部署がどこま

で行うかを明確にし、作業効率化を図る。

③

④
啓発・広報により電子申告を普及させ、納税者の
申告事務の負担を軽減させ、納税率を向上させ

る。

納税者情報の維持管理手続の標準化

関連省庁等から納税者異動に係る情報の定期的な

らびに随時の情報入手（更新）

申告書受付手続の標準化

関連省庁等のシステムとの連携による情報共

有

各部署間のデータアクセス権の見直し

SASと個別DBの統合（個別DBの

中央統合化）

システムによる申告及び納税状況の管理

納税者登録手続に係る承認手続の見直しによる時間短縮

（多重承認手続の見直しによる簡素化）

納税者に対する、Web等による納税者異動手続の

周知

関連省庁等から納税者異動に係る情報のソフト

データによる入手

Webやセミナー開催による、エクセルフォーマットの作成方

法の指導

Webから電子申告に関する情報提供、電子申告の指

導セミナーの開催

電子申告普及のためのインセンティブ（税額控除など）の

検討

：GDTによる優先事項

：IT化・1次開発（変更・追加）

：IT化・2次開発（刷新）

：非IT化

カテゴリー

①手続の明確化、標準化

②情報の共有

③手続の簡素化

④啓発・広報

税収納取扱金融機関からソフトデータによ

る納付額の情報入手

システムによる納付額の

チェック

納税時の税目内訳記載の徹底（税収納取扱金融機関との連携による

納付書の様式統一など）

SASのより高度な税額計算機能の追加

ロードマップ図

申告額の妥当性の検証手続の徹底

データプロセッシングセンター設

置によるデータの集中入力およ

び管理

Webから、申告書及び添付資料の計算用エクセル

フォーマットの提供

各Tax Branch等におけるPCの設置

E-Fi lingの実装（電子申告の導入）
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6.4 IT マスタープラン実施のための具体策 

(1) 策定目的 

IT マスタープラン策定の目的は、ロードマップに基づき、IT システムの有効活

用を通して、ビジネスプロセス改善を行うための計画を示すものである。具体的

には、一次開発及び二次開発を進めるにあたっての詳細計画（設計、開発、運用・

保守）を作成することである。 

(2) 作業項目 

IT マスタープラン策定においては、以下の作業を行う。 

税務調査

債権管理

④
未納付者にはペナルティがあることを納税者に周

知徹底させ、納税者の期限内納付の意識向上を

図る。

③
手続標準化を行った上で、効率的な債権督促を

実施する。

②
既存データの有効活用によりGDT内の情報共有

を徹底させ、また、関連省庁等からも情報を入手

し、業務効率化を図る。

①

債権管理手続の標準化、債権の実態把握・適切

な整理を行うことで、回収業務の無駄を排除し、

業務効率化を図る。また、法的処理の活用を含

む厳正な対応を行い、債権回収を図る。

①

調査対象企業の選定を含む、税務調査に係る手

続を標準化することで、作業の無駄を排除し、業

務効率化を図るとともに、一定以上の調査の品

質を担保する。

②

GDT内外において、納税者の財産調査の結果を

共有し、債権に応じた適切な管理を行う。また、

関連省庁とのITネットワークを通じた情報共有を

図った上で、滞納管理にシステムを活用すること

で、業務効率化を図る。

③

組織・業務分掌の見直し、決裁プロセスの簡素化

により、業務の効率化が達成できる可能性があ

る。

また、VATクロスチェックをシステム化すること

で、業務の効率化を図る。

債権管理手続の標準化

法令に基づく厳正な処理の実行

GDT内外における、納税者に関する情報の定期更

新ならび随時更新および情報共有

納税者情報システムの運用による業務改善

調査対象企業の選定基準の明確化

調査対象企業の選定基準および手続の標準化

各部署間のデータアクセス権の見直し

調査結果の開示基準策定、情報へのアクセス権付

与

関連省庁等から情報を定期的、ならび、随時入手

（更新）するための手続策定

ソフトデータを用いた関連省庁等との情報共有

ITネットワークによる関連省

庁等との情報共有

既存滞納債権のクレンジング

Aging Listに基づく効率的債権管理の導入

導セミナーの開催

ソフトデータを用いた関連省庁等との情報共有

SASと個別DBの統合（個別DBの

中央統合化）

効率的な債権督促の実施

未納付者に対するペナルティの存在の周知徹底

調査対象企業の選定基準および手続の標準化

税務調査を実施する部署の集約化、業務分掌・決

裁プロセスの見直し

VATクロスチェックのシステム化（対大企業）

（大規模企業に対し）SALES RECORD/ PURCHASES RECORD

のエクセルフォーマットの提供

（中小企業に対し）SALES RECORD/ PURCHASES 

RECORDのエクセルフォーマットの提供

VATクロスチェックのシステム化

（対中小企業）
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16表 6－1 作業項目 

項番 分類 作業名 説明 
開始 
予定 

終了 
予定 

想定 
期間 

1 一次開発 
マスタープラ

ン作成 

見積のためのシステ

ム化対象定義 
一次開発を実施するために、機能要件、

非機能要件、設定変更を実施する対象を

定義する。 

2014 年
9 月 

 

2014 年 
9 月 

1 ヶ月 

2 見積実施 見積のためのシステム化対象について、

作業工数の見積を実施する。 
2014 年

10 月 
 

2014 年 
10 月 

1 ヶ月 

3 WBS 作成 見積を実施した作業を含め、一次開発に

必要な作業をすべて定義する。 
2014 年

10 月 
 

2014 年 
10 月 

1 ヶ月 

4 一次開発マスタース

ケジュール作成 
WBS で定義した作業について、作業の前
後関係を定義し、一次開発のマスタース

ケジュールを作成する。 

2014 年
11 月 

 

2014 年 
11 月 

1 ヶ月 

5 ビジネスプロ

セス 
改善 

ビジネスプロセス改

善 
ロードマップ作成において、IT 以外によ

って解決すべき事項について、解決案の

作成と実践、定着化への施策を行う。 

2014 年
9 月 

 

2015 年 
6 月 

10 ヶ月 

6 業務要件詳細化 ロードマップ作成において定義した業務

プロセスについて、システム化を実施す

るために必要な要件の詳細化を実施す

る。 

2014 年
9 月 

 

2014 年 
12 月 

4 ヶ月 

7 二次開発用 
マスタープラ

ン作成 

システム方針策定 
 

ビジネスプロセス改善の業務要件詳細化

結果を基に、システム方針やシステム開

発方法を定義する。 

2015 年
1 月 

 

2015 年 
2 月 

2 ヶ月 

8 見積のためのシステ

ム化対象定義 
二次開発を実施するために、システム化

対象の機能要件、非機能要件を定義する。 
2015 年

1 月 
 

2015 年 
2 月 

2 ヶ月 

9 見積実施 
 

見積のためのシステム化対象について、

作業工数の見積を実施する。 
2015 年

3 月 
 

2015 年 
5 月 

3 ヶ月 

10 WBS 作成 
 

見積を実施した作業を含め、二次開発に

必要な作業をすべて定義する。 
2015 年

3 月 
 

2015 年 
5 月 

3 ヶ月 

11 二次開発マスタース

ケジュール作成 
WBS で定義した作業について、作業の前
後関係を定義し、二次開発のマスタース

ケジュールを作成する。 

2015 年
6 月 

 

2015 年 
6 月 

1 ヶ月 

 

(3) 実施体制 

総括（副総括）配下に、BPI 検討チーム、システム（アプリケーション）チーム

及びシステム（インフラ基盤）チームを配置する。 

各チームリーダー（３名）は兼任であり、チームメンバー（４名）は専任を想定

する。 
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17 図 6－3 体制図（案） 

(4) スケジュール 

別添 7「IT マスタープラン策定スケジュール（案）」参照 

(5) 工数 

作業期間を 2014 年 9 月から 2015 年 6 月の 10 か月間とする。合計で、約 53 人月

の工数を必要とする。 

18 表 6－2 想定工数 

役割 人数 参画率 工数 
総括 
 

1 名 40% 3.6 人月 

副総括 
 

1 名 60% 5.4 人月 

ビジネスプロセス

改善担当者 
3 名 70% 18.9 人月 

IT 担当者（アプリケ

ーション） 
2 名 70% 12.6 人月 

IT 担当者（インフラ

基盤） 
2 名 70% 12.6 人月 

 

(6) GDT 側の実施体制案（協力体制、投入要素） 

一次開発マスタープラン作成においては、システム要件定義及び作業項目定義を

実施する必要があるため、システム部門担当者を主体とした要件定義チーム及び
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業務担当部門（現段階の仮の想定であるが、プロジェクト統括において専任 2 名

及び各業務（納税者情報管理、申告・納税手続き、税務調査、債権管理）におい

て専任 2 名程度）の参画が必要である。 

ビジネスプロセス改善については、業務部門を主体としたビジネスプロセス改善

を担当するプロジェクトチームが必要と想定される。また、二次開発マスタープ

ラン作成は、プロジェクトチームにシステム部門の担当者の参加が必要である。 

 

6.5 To-Be システムイメージ図 

(1)  To-Be システムイメージ図 

本業務において想定されるシステムのイメージ図を以下に示す。 

 

19 図 6－4 To-Be システムイメージ図（案） 

 

(2)  To-Be システムイメージ説明 

(1) To-Be システムイメージ図で記載したシステムのイメージの各事項についての説

明を以下に示す。 

① サーバ統合 

 各拠点に分散しているサーバ統合及び Web 化による、運用負荷の削減 

 データセンタ構築による、信頼性向上とセキュリティの強化 

 統合データベースによる、情報の一元化 

申告書・
決算書

税務対外システム税務システム

納税者基本情報管理

情報系

業務系

課税業務管理 債権管理

情報管理

対納税者システム

電子申告・納税システム

対関係機関システム

金融機関

他省庁

納税者
情報

申告書・決
算書情報

納付情報
滞納情報

調査のため
の情報

申告書・
申請書

金融機関以外

商業省・GDCE
等/地方政府

・データセンタへのサーバ配置
・統一したデータベース

税務署

収納代行業者
等

NBC

・納税者登録情報
・申告書受付機能
・電子納税機能
・証明書類発行機能

証明書類

証明書類

①

②

②

②

③

④

⑦申請書

レポー
ト

レポー
ト

⑧

⑤ ⑥

領収証

売上・購
買情報

調査情報
等
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② 税務システムの構成 

 納税者基本情報は業務系システムと情報系システムによって使用されるた

め、一元的に管理する構成。パッケージではなくカスタム開発となると想定 

 業務系システムと情報系システムを分離する。パッケージではなくカスタム

開発となると想定 

③ 対外システムの構成 

 GDT 外のシステムとのインターフェース連携を行う役割 

 パッケージではなくカスタム開発となると想定 

④ 申告書・決算書の電子データ化 

 申告書及び決算書の電子データ化による効率的な情報管理（タブレットや

QR コードのオプション） 

⑤ 課税業務における計算・抽出機能 

 各種税額計算チェック機能（計算誤り者：エラーリスト出力） 

 無申告者抽出機能（無申告者リスト出力）―申告督促状出力 

 期限後申告者抽出機能（期限後申告者リスト出力）―無申告加算税通知書出

力 

 申告・決算事績管理及び分析機能（申告事績分析表出力）―調査粗選定リス

ト出力 

 VAT クロスチェック機能（アンマッチリスト出力） ―調査粗選定リスト出

力 

 課税検索機能 ―検索結果 

⑥ 債権管理業務 

 期限後納付者抽出機能（期限後納付者リスト出力）―延滞税通知書出力 

 未納者抽出機能（未納者リスト出力）―納付督促状出力 

 一部未納者抽出機能（一部未納者リスト出力）―納付督促状出力 

 還付申請者抽出機能（還付申請者リスト出力）―還付予定通知書出力 

⑦ 電子申告・納税システムのフロントエンド機能 

 納税者（税理士）が税務署へ行かなくても、Web からの納税者登録、申告、

納税及び証明書発行請求を可能とする機能 

⑧ 対外システムとのインターフェース 

 事業者登記情報や取引情報等に関する政府関係機関との連携機能 
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 歳入及び還付データ及び各種取引情報（個人の口座情報、もしくは外国への

送金情報等）に関する NBC との連携機能 

 多様な納付手段の提供（インターネットバンキング、クレジットカード、金

融機関 ATM、モバイルバンキング） 

 

⑤ 課税業務における計算・抽出機能及び関連帳票、⑥ 債権管理業務における抽出

機能及び関連帳票に関するイメージ図を以下に示す。 

 

20 図 6－5 課税業務における計算・抽出機能及び関連帳票イメージ図 

 

 

機能

申告書・決算書情報

申告書

決算書

納付情報

無申告者 期限後申告者税計算チェック
VAT 

クロスチェック*1申告・決算事績管理*1 課税検索

申告督促状 無申告
加算税通知

アンマッチング
リスト

検索結果申告事績分析表エラーリスト

*1 : 分析機能を  

粗選定リスト 粗選定リスト

抽出機能

債権管理情報

申告情報 納付情報

還付申請者

還付申請者リスト

一部未納者未納者期限後納付者

期限後納付者リスト 未納者リスト

還付予定通知書延滞税通知書 納付督促状
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21 図 6－6 債権管理業務における抽出機能及び関連帳票イメージ図 

 

6.6 潜在的リスクとリスクコントロール策  

(1) 情報不備による IT 開発の開始 

コンサルタントによる GDT からの情報収集不足により IT 開発計画の失敗のリスク

がある。これに対しては通常日本国内で行う開発計画よりもより時間をかけて情報

の収集にあたることで回避する必要がある。なお、IT 開発計画の失敗のリスクとし

ては、一次開発、二次開発に係る設計・開発のみならず、運用・保守業務を含む。 

(2) 適当な IT 開発ベンダーの不在 

適当な IT 開発ベンダーの不在による開発の失敗リスクがある。これを回避するため、

ベンダー調査を事前に実施し、IT 開発ベンダー不在のリスクが発生した場合でも補

償が可能な GDT のよる予算枠の確保、及び IT 開発ベンダーとの慎重な契約締結を

行う必要がある。なお、ベンダー不在の場合は、開発そのものの延期または、GDT

における内製化や一部内製化により対応する必要がある。 

(3) 調達手続きの失敗・遅延 

GDT もしくはカンボジア政府の調達ガイドラインが実際の業者選定や物品調達時

に整合せず調達が止まるリスクがある。この回避としては事前による政府調達ガイ

ドライン・手続きの検証が必要である。 

(4) 予算の確保不足 

必要予算（IT マスタープラン作成、システム調達、システム開発、システム運用保

守等の業務に係る予算）が確保できず、プロジェクトがストップするケースがある。

これを回避するためには、業務要件・システム化要件を適切に定義し、費用対効果

や取り巻く環境の変化からくる必要性（税務行政、セキュリティ等の IT 環境）の論

理的根拠を示し、MM 等により説得力のある予算要求資料を作成し、事前にカンボ

ジア政府のコミットメントを引き出す必要がある。 

(5) DIT 内のリソースの確保 

IT システムを構築する際の「資源」（システム構築におけるノウハウ、人的リソー

ス、スキル、等）が不足する可能性（実施したい要件と、現実に存在する技術者の

レベルにギャップがある場合）がある。この回避策として、人的リソースをはじめ

としたシステム構築のスキルのある担当者の確保及び育成が必要である。 
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第７章 結論 

今回の調査を通じ、GDT が DG の号令のもと税収増加及び納税者サービス向上に向け業務

改革に取り組んでいる姿勢が確認された。また、本調査を通して調査団より報告された課

題及び今後取り組むべき対応策について、いくつかの点9で取組や検討が始まっていること

も確認しており、その点についても GDT の改革が進んでいることを確認するとともに本調

査が少なからず GDT に対して貢献できたものと自負している。 

IT 投資は一般に多額の投資が必要となるため、その予算確保とともに稼働後の成功に向け、

要件定義等（システム要件定義、調達、設計・開発、テスト・教育及び運用・保守）、十分な

検討を必要とする。また、そのためには各現場職員の協力が必須となる。さらに今回のロ

ードマップを通し、各職員が最終目的を共有し、より GDT が一丸となり取り組めるようト

ップからメッセージを送るとともに、職員をその方向にむかせるマインドセットが必要と

考える。 

                                                           
9
 納税申告書のエクセルフォーマットの一部提供の開始、VAT クロスチェックで使用する Sales Record/Purchase Record

のエクセルフォーマットの開始、郵便やメールを利用した督促方法について法改正の検討開始、ワークショップを通し

て他省庁との情報共有の推進開始等 



Business Process Flow GDT

Process A Process B Process C Process D
Business
Process

Taxpayer Registration
 -1- Initial Registration
 -2- Amendment

Tax Return Filing and
Payment

Tax Audit
 -1- Enterprise Audit
Department
 -2- DLT Tax Audit Bureau

Tax Arrears Management



A-1_Taxpayer Registration (Initial Registration including amendment of VAT Certification)

Taxpayers Ministry of Commerce Bank DLT / Branch
Taxpayer Services Bureau

Department of Taxpayer
Service and Tax Arrear Director General SAS

Send the Signed 
VAT Certificate 

Input Company  
Data to DB 

Check the number of 
taxpayers and clarify  

the taxpayer has arrear or not 

Request for 
approval and sign  
on VAT Certificate 

Two Deputy Director 
Generals approve  

VAT Certificate 

Approve of  
incorporation 

Send  
the document 

Receive the  
Registration  
documents 

 Registration form 
 and hard copy of 
 MOC approval 
, etc. 

Send a hardcopy  
of the document 

Receive  
the documents 

Hard Copy of  
Registration document 

and VAT Certificate 

Receive  
VAT Certificate 

Registration  
documents for  
incorporation  

such as  
Certificate  

Company license,  
Memorandum of  

Association 

 DB 

Signed  
VAT Certificate 

DB 

Receive Signed 
VAT Certificate 

Registration  
documents above 

Submit  
Registration document 

for registration  
within 15 days after  

MOC approval 
Registration form 
and hard copy of 
MOC approval 

, etc. 

Request to pay  
Patent Tax and  

Stamp duty 

Submit  
Registration  
documents 

for incorporation  

Pay the patent tax  
and stamp duty 

Receive payment  
and issue bank slip 

Receive the slip  
and submit to LTD 

Receive the slip 

Issue and send  
Patent Certificate,  

notification 

Receive  
the Document 

Hard Copy of  
Registration document  

and VAT Certificate 

Hard Copy of  
Registration  

documents and 
VAT Certificate 

Director General 
approves 

VAT Certificate Signed  
VAT Certificate 

Input the VAT  
Certificate 

 Information 

Send the Signed 
VAT Certificate 

Signed  
VAT Certificate 

Patent Certificate 
including Tax  

payer number.  
letter of obligation etc. 

Issue Patent  
Certificate, VAT  

Certificate, Notification 
Patent Certificate, 
VAT Certificate, 
Tax Receipt etc. 

Approve  
Registration by Department  

/Branch Director 

Registration  
documents 

for incorporation  

Issue  
the TIN number 

Bank Slip 

Bank Slip 

Issue tax receipt 
in exchange for  

bank slips 

1 2 

3 

4 
5 

6 

7 8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

17 

19 

20 

21 22 

23 24 25 

26 

27 28 

Send all the document  
to Tax Return  

Processing Bureau 

28 



A-2_Taxpayer Registration (Amendment of Patent Certification information)

Taxpayers Ministry of Commerce Bank DLT / Branch
Taxpayer Services Bureau

DLT / Branch
Return Processing Bureau DIT SAS

  New Branch

              : Indicates that data is stored in a different server from SAS.

Receive  
the amended  

document 

Input Company  
Data to DB 

Approve of  
amendment 

Send Notification 

Receive  
the amended  

document 

Amended  
documents for  

MOC registration 

DB 

Approval letter,  
etc. 

Submit  
Amended documents 
for Tax registration  
within 15 days after  

MOC approval 
Amended form and  
hard copy of MOC  
approval, invoice of  
electricity, water, etc. 

Submit  
Amended documents 

for incorporation  

Confirm the  
document and  

approve  
amendment by  
chief of bureau 

Amended form and  
supporting document  
such as hard copy of  

MOC approval, invoice 
of electricity, water, etc. 

Amended  
documents for  

Company license 

1 
2 

3 

4 
5 

7 

8 

 DLT  
Server 

Only LTD 

6 

Send  
the amended  

documents 

9 
Receive 

 the amended  
documents 

10 

Approve the change of 
the supervisory branch 

by branch director 

*In case that the change of  the 
supervisory branch occurs 

Send the documents to  
taxpayers, Tax return  

processing bureau of new 
supervisory branch and ITD 

Copy the information of 
taxpayers in SAS of  

former branch and save  
that information in that  

of new branch 

Receive the documents 

Receive the documents  
from the former branch  

Notification letter 
List of company 

Tax return documents 

Notification letter 

Receive the documents  
from the former branch  

DB 

Notification letter 
List of company 

Tax return documents 

Notification letter 
List of company 

11 

12 13 

16 14 

Input the new address  
data of taxpayer 

15 
17 

*In case that the change of  the 
supervisory branch doesn't occur 



B_Tax Return Filing and Payment

Bank DLT / Branch
Return Processing Bureau

DLT / Branch
Tax Arrears Collection

Bureau
SAS

              : Indicates that data is stored in a different server from SAS.

Taxpayers

 Branch 
Server 

 Branch 
Server 

Declare tax return 

Receive the tax  
return 

Tax Return1 

Tax Return 2 

Supporting 
Document (Mainly 

Sales and 
Purchase Record) 

Tax Payment Receive the 
payment 

Submit 
documents 

Tax Return1 

Tax Return 2 
Supporting  

Doc 

Bank Slip 

Bank Slip 

Issue tax receipt 
in exchange with 

Bank Slip 

1 

2 3 

4 

5 

7 

6 
Official confirms  

TIN number  
and the amount  

 DB 
Receive  

the receipt 

Scan the data 

Tax Return2 

Supporting 
document 

 DLT 
Server 

Store the 
document  

in the warehouse 
Tax Return2 

Supporting 
document 

Warehouse 

12 
Input tax 

collection data 
Send the 

documents  

Receipt 

Tax Return1 

Tax Return2 
Supporting 
document 

DLT/ Branch Branch 

11 

9 10 

8 

Correct? 

Yes 

Request to pay 
the amount 

No 

Same as  
from 1 to 4 

Taxpayers has paid 
in a few days? 

Same as  
from 7 to 12 

Yes 

Make Tax Arrears 
table  

and send the 
document to Tax 

Arrear Bureau 

No 

 DB 

Scan the data 

Tax Return2 

Supporting 
document 

 DLT  
Server 

Store the 
document  

in the warehouse 
Tax Return2 

Supporting 
document 

Input tax return 
and collection 

data 
Tax Return2 

Supporting 
document 

DLT/Branc
h 

Branch 

15 16 

14 

Warehouse 

Tax Arrears 
Table 

Receive the Tax 
Arrear Table 

13 

17 

18 

*In some branches, tax arrear bureau 
deals with this process. 

*Most of the taxpayers calculate the tax 
amount by themselves and pay the amount to 
the bank before submitting the document to 
GDT. 

DLT 

Branch 

*Banks slips submitted by taxpayers are 
verified with tax payment information sent by 
financial institutions. 

DLT 

Branch 



C-1_Tax Audit (Enterprise Audit Department)

Taxpayers DLT / Branch
Tax Arrears Collection Bureau Enterprise Audit Department Director General SAS

              : Indicates that data is stored in a different server from SAS.

Make company list for audit 
based on various information 
such as risk rate, tax evasion 

event. 

Submit Deputy 
Director General and 
Director General to 
approve of the list 

Revise Company list 

Prepare and send  
audit visit notification 

Assign auditor 

Make draft audit & re-
assessment report 

Prepare and Send  
Re-assessment letter 

Agree?* 

No 

Yes 

Pay the tax amount and 
submit the documents 
below to Tax Processing 
bureau 
*Abbreviate the flow  
because the flow is same 
as that of Tax Return  

Revised by Deputy 
Director General and 

Director General 

Company List 

Audit 
Notification 

Receive and accept  
audit visit notification 

Receive  tax 
comprehensive audit  

Re-assessment 
letter 

Approve by Deputy 
Director General and 

Director General 

Re-assessment 
Report 

 DB 

Submit the letter for protest 
based on the additional 

supporting docs   
and discuss it with EAD 

Register the audit 
result to DB 

Confirm by  Deputy  
Chief, Chief, Deputy 

Director, Director 

Prepare and send  
the notification  

for tax collection within 
30 days after issuing 
the notification of tax 

re-assessment 

Receive the notification  
for tax collection 

Notification  
for tax collection 

Notification  
for tax collection 

Agree? 

Yes 

Declare tax return 
and send 

Document as 
same as Tax 
Return Flow 

No 

File a letter of protest to the 
litigation office 

Issue a new decision  
within 60 days after 

 the date the letter of protest  

Agree? 

Retract the notification 
of tax reassessment 

Yes 

No 

Confirm the list by 
Department Director 

Confirm by Deputy 
Chief, Chief, Deputy 

Director, Director 

Approve by Deputy 
Director General and 

Director General 

Receive the Re-
assessment letter 

Re-assessment 
letter 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

7 8 

12 

13 

14 15 

16 

17 
19 

18 

20 

21 

22 
23 

24 25 

26 

27 

28 

4 

Collect the necessary 
information  

Conduct a field audit  
and interview 

Analyze the 
information 

9 

10 

11 

*If the taxpayer doesn't 
respond, GDT regards 
taxpayers  as agreeing . 

 DB 

Get the information as below; 
-Tax amount 
-Tax arrear 
-Sales 
-Purchase 

GDT internal 
department, 
an external  

agency 

-Tax arrear bureau 
-Tax Return Processing bureau 
-General Department of Customs 
-Other government agencies 
*EAD gets the information 
according to their requests. 
There is no official rule for 
information sharing among 
related organization so they 
don't always  get the information. 

Re-assessment 
letter 

Bank Slip 



C-2_Tax Audit (LTD/Branch Tax Audit Bureau)

Taxpayers DLT / Branch
Tax Arrears Collection Bureau

DLT / Branch
Tax Audit Bureau Director General SAS

              : Indicates that data is stored in a different server from SAS.

Analyze the information  

Submit Deputy Director 
General and Director 
General to approve  

of the list 

Revise Company list 

Prepare and send  
audit visit notification 

Assign auditor 

Make draft audit & re-
assessment report 

Prepare and Send  
Re-assessment letter 

Agree? 

No 

Yes 

Revised by Deputy 
Director General and 

Director General 

Company List 

Conduct a interview 
and inquire to 

taxpayers 

Audit 
Notification 

Receive and accept  
audit visit notification 

Receive  Audit 
including Limited, Desk, 

Mix, Estimation Audit 

Re-assessment 
letter 

Approve 
by Deputy Director 

General and Director 
General 

Re-assessment 
Report 

 DB 

Submit the letter for protest 
based on the additional 

supporting docs   
and discuss it with EAD 

Register the audit 
result to DB 

Confirm by Deputy 
Chief, Chief, Deputy 

Director, Director 

Prepare and send  
the notification  

for tax collection within 
30 days after issuing 
the notification of tax 

re-assessment 

Receive the notification  
for tax collection 

Notification  
for tax collection 

Notification  
for tax collection 

Agree? 

Yes 

Declare tax return 
and send 

document as 
same as Tax 
Return Flow 

No 

File a letter of protest to the 
litigation office 

Issue a new decision  
within 60 days after  

the date the letter of protest  

Agree? 
No 

Confirm the list by 
Department Director 

Retract the notification 
of tax reassessment 

Yes 

Confirm by  Deputy  
Chief, Chief, Deputy 

Director, Director 

Approve by Deputy 
Director General and 

Director General 

Receive the Re-
assessment letter 

Re-assessment 
letter 

2 

3 

5 

6 

7 8 

10 

12 

13 

14 15 

16 

17 
18 

19 

20 

22 
23 

24 25 

26 

27 

28 

4 

Collect the necessary 
information  

9 

11 

Make company list for audit 
based on various information 
such as risk rate, tax evasion 

event. 

1 

*If the taxpayers doesn't 
respond, GDT regards 
taxpayers  as agreeing . 

 DB 

Get the information as below; 
-Tax amount 
-Tax arrear 
-Sales 
-Purchase 

GDT internal 
department, 
an external  

agency *LTD audit gets the information 
according to their requests. 
There is no official rule for 
information sharing among 
related organization so they 
don't always  get the information. 

-Tax arrear bureau 
-Tax Return Processing bureau 
-General Department of Customs 
-Other government agencies 

Pay the tax amount and 
submit the documents 
below to Tax Processing 
bureau 
*Abbreviate the flow  
because the flow is same 
as that of Tax Return  

Re-assessment 
letter 

Bank Slip 

21 



D_Tax Arrears Management

Taxpayers Bank
DLT / Branch

Tax Arrears Collection
Bureau

DLT / Branch
Return Processing Bureau

DLT / Branch
Tax Audit Bureau Enterprise Audit Department Director General SAS

Agree? 
No 

Yes 

Send Notification for 
tax collection 

Notification for 
tax collection 

Receive Notification 
for tax collection 

Tax Payment 

Send Reminder 
letter of 

demanding for 
unpaid tax 

Agree? 

Yes 

No 
Send Invitation 

Letter from 
Department Director 

Agree? 
Discuss the intent of 

payment with the 
taxpayers 

Yes 

Take law-
enforcement 

measures 

No 

Confirm the 
settlement of tax 

arrear 

Receive the 
payment 

Submit 
documents 

Notice for tax 
collection 

Bank Slip 

Bank  Slip 

Make Tax Arrears 
table and send the 
document below 

Receive the 
document 

Report to 
Director 
General 

Notification for tax re-
assessment 

Tax Arrears Table 

DB 

Send the 
Notification for tax 

re-assessment 
Notification for tax  

re-assessment 

Make Tax Arrears table 
Based on the notification for  

tax re-assessment 
and send the document 

below 
Notification for tax re-

assessment 
Tax Arrears Table 

Input data such as 
the amount of tax 

collection 

Approve by 
Department Director 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 

9 10 

No 

11 

14 

12 

17 

18 

19 

20 

Confirm whether 
taxpayers  has paid 
the tax arrear or not 

13 

8 

DB 

Receive the document 
*Abbreviate the flow  

because the flow is same 
as that of Tax Return  

15 

Secretary of GD 
receives taxpayer's 

notification and 
transfer to Tax 
Arrear Bureau 

16 



Page 1 

【Data collection】 
ITD officer collect and integrate data via fiber 
optic local loop connection at anytime. 

【DAUN PENH Tax Branch】 
・The data in C drive is manually copied to D drive for 
backup everyday. 
・The PCs have its own  disk.(about 1TB , non-RAID) 
・There is no external disks. 
 

現行システム構成概要図 
The Current IT Architecture of the GDT 

Steering Committee, 9 June, 2014 

SAS DB OAS DB Pro Tax DB 

7 Tax Branches in Phnom Penh SAS DB OAS DB Pro Tax DB 

24 Provincial Tax branches 

Personal Computers 

Personal Computers 

【Client】 Access 

【Server】 
OS: Windows 7  
DB: SQL Server Standard 

Optical Fiber Connection 

Data Centralized 

System(GDTSAS) 

ITD 

TMTS DB 

【Server】 
HW: IBM Blade Center S 
（Storage: DS3200 / LTO4 Tape Device） 
OS: Windows  Server 2008 R2 
DB: SQL Server Standard 

【Server】 
（Not Sure） SAS DB 

LTD 

Personal Computers 

【Server】 
OS: Windows  Server 2003 
DB: SQL Server Standard 

Private Company Network 

Web System 

Developed 
by a team 
selected by 
the DG. 

【Server】 
OS: Windows 7  
DB: SQL Server Standard 

【Client】 Access 

【Client】 Access 

ITD plans is 
expand 
current  
server room 
and furnish 
Tier 2 Data 
center. 

LAN 

【PC for Development】 
Language: Visual Basic / Visual Basic 
Application/ Transact-SQL 
Development Environment: Visual Studio 
※ No Server for development. 

【Data collection】 
Tax branch officer collect data and 
send it via e-mail at end of each month. 
And ITD officer integrate data. 

SAS DB OAS DB Pro Tax DB 

2 Tax Branches in Phnom Penh 

Personal Computers 

【Client】 Access 

【Server】 
OS: Windows 7  
DB: SQL Server Standard 

Internet 



業務様式一覧
①フローチャートに対応する業務様式
フロー名 No 入手した業務様式

1 Self Declaration Taxpayers' Information

2 Application for VAT Registration

Patent Certificate,VAT Certificate,Tax Recipt etc 3 Patent Certificate,VAT Certificate,Tax Recipt etc

Registration document 4 Interim Response to VAT Registration Application

5 Certificate of Tax Situation

6 Certificate of Company's Branch

Amended form and supproting document such as
hard copy of MOC approval, invoice of electricity,
water, etc

7 The Amended Document

Notification letter 8 Notification Letter

List of company 9 List of Company

10 Tax Return

11 Property Tax Return

Supporting document 12 Sales Rrcord / Purchases Record

13 Tax Arrears Table (LTD)

14 Tax Arrears Table (Branch)

Company list 15 Outstanding Tax Arrears

Audit Notification 16 Audit Notification

Re-assesement Report 17 Re-assesement Report

Re-assesement letter 18 Re-assesement Letter

Audit Notification 19 Audit Notification

Re-assesement Report 20 Re-assesement Report

Re-assesement letter 21 Re-assesement Letter

22 Notification for Tax Collection (LTD)

23 Notification for Tax Collection (Branch)

Notification for tax re-assessment Tax Arrears Table 24 Additional Tax Assessment

22 Notification for Tax Collection (LTD)

23 Notification for Tax Collection (Branch)

25 Reminder Letter of Demanding for Unpaid Tax

26 Notification for Tax Return and Payment of Non-Filers

Invitaion Letter 27 Invitaion Letter

②その他入手した業務様式

フロー名 No 入手した業務様式

28 Certificate of Tax Payment

29 Withholding Tax Certification for Person Receives the Payment or
Distribution

30 Tax on Salary Certification

31 INVITATION

32 Registry check list

Tax Return

Registration form and hard copy of MOC approval,
etc

D_Tax Arrear

Notification for tax collection

Reminder letter of demanding for unpaid tax

A-2_Taxpayer Registry_Amendment

C-1_Tax Audit_EAD

C-2_Tax Audit_LTD Branch

Notification for tax collection

フローチャート上の帳票名

フローチャート上の帳票名

A-1_Taxpayer Registry_Initial

Signed VAT Certificate

B_Tax Return Flow

Tax Arrears Table

5 

4 

5 

17 

1 

9 

17 

4 

18 

17 

13 

7 

16 

13 

7 

16 

5 

14 

24 

18 

12 

12 
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Motomi.Fukuo
Typewriter
Business Objective

Motomi.Fukuo
Typewriter
TIN Number

Motomi.Fukuo
Typewriter
Address

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Law

Motomi.Fukuo
Typewriter
Change the Location of the Company

Motomi.Fukuo
Typewriter
Old Address

Motomi.Fukuo
Typewriter
New Address

Motomi.Fukuo
Rectangle

Motomi.Fukuo
Rectangle

Motomi.Fukuo
Rectangle

Motomi.Fukuo
Rectangle

Motomi.Fukuo
Rectangle

Motomi.Fukuo
Rectangle



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.9 List of Company (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Attachment List

Motomi.Fukuo
Typewriter
To

Motomi.Fukuo
Typewriter
H.E. Delegate of the Royal Government in charge DG of GDT

Motomi.Fukuo
Typewriter
No.

Motomi.Fukuo
Typewriter
Letter No.

Motomi.Fukuo
Typewriter
Name of the Enterprise

Motomi.Fukuo
Typewriter
Business Activities

Motomi.Fukuo
Typewriter
Transfer to Khan/Province

Motomi.Fukuo
Typewriter
Others

Motomi.Fukuo
Typewriter
Enterprise transfer from Chamkar Morn Tax Branch



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.10 Tax Return (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
TIN

Motomi.Fukuo
Typewriter
Enterprise Information

Motomi.Fukuo
Typewriter
Name of Enterprise

Motomi.Fukuo
Typewriter
Name of owner

Motomi.Fukuo
Typewriter
Address

Motomi.Fukuo
Typewriter
Business Activities

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tel

Motomi.Fukuo
Typewriter
Fax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Box

Motomi.Fukuo
Typewriter
Turnover and Patent Tax



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.11 Property Tax Return (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Property ID

Motomi.Fukuo
Typewriter
Types of Property

Motomi.Fukuo
Typewriter
Price

Motomi.Fukuo
Typewriter
Square Meter

Motomi.Fukuo
Typewriter
Taxable Amount

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total Value of Property

Motomi.Fukuo
Typewriter
Adjustment of Total Value

Motomi.Fukuo
Typewriter
No.

Motomi.Fukuo
Typewriter
Date

Motomi.Fukuo
Typewriter
Issued by

Motomi.Fukuo
Typewriter
Property Location

Motomi.Fukuo
Typewriter
No.

Motomi.Fukuo
Typewriter
Street

Motomi.Fukuo
Typewriter
Village

Motomi.Fukuo
Typewriter
Commune/Sangkat

Motomi.Fukuo
Typewriter
Type of Property

Motomi.Fukuo
Typewriter
City/District/Khan

Motomi.Fukuo
Typewriter
Municipal/Province

Motomi.Fukuo
Typewriter
Land

Motomi.Fukuo
Typewriter
Construction

Motomi.Fukuo
Typewriter
Concrete

Motomi.Fukuo
Typewriter
Non-Concrete

Motomi.Fukuo
Typewriter
Condo

Motomi.Fukuo
Typewriter
House or Building

Motomi.Fukuo
Typewriter
House or Building

Motomi.Fukuo
Typewriter
(100,000,000 Riel)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Taxable Amount 



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.12 Sales Record / Purchase Record (1/2)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.12 Sales Record / Purchase Record (2/2)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.13 Tax Arrears Table (LTD) (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Date

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.14 Tax Arrears Table (Branch) (1/3)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Date

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total

Motomi.Fukuo
Typewriter
List Number

Motomi.Fukuo
Typewriter
List Prepared by 

Motomi.Fukuo
Typewriter
Name of Tax Auditor



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.14 Tax Arrears Table (Branch) (2/3)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Date

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.14 Tax Arrears Table (Branch) (3/3)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Date

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.15 Outstanding Tax Arrears (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
AdditionalTax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total

Motomi.Fukuo
Typewriter
Name of Enterprise



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.16 Audit Notification (1/2)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.16 Audit Notification (2/2)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.17 Re-Assessment Report (1/1)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.18 Re-Assessment Letter (1/1)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.19 Audit Notification (1/5)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.19 Audit Notification (2/5)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.19 Audit Notification (3/5)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.19 Audit Notification (4/5)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.19 Audit Notification (5/5)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.20 Re-Assessment Report (1/4)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.20 Re-Assessment Report (2/4)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.20 Re-Assessment Report (3/4)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax on Salary Calculation

Motomi.Fukuo
Typewriter
USD base

Motomi.Fukuo
Typewriter
Rate

Motomi.Fukuo
Typewriter
Riels base

Motomi.Fukuo
Typewriter
Reassessmenttax amount

Motomi.Fukuo
Typewriter
AmountDeclared

Motomi.Fukuo
Typewriter
Less AmountDeclared

Motomi.Fukuo
Typewriter
AdditionalAmount

Motomi.Fukuo
Typewriter
M/Y

Motomi.Fukuo
Typewriter
Number ofMonths

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Toral Riels



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.20 Re-Assessment Report (4/4)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.21 Re-Assessment Letter (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Date

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.22 Notification for Tax Collection (LTD) (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.23 Notification for Tax Collection (Branch) (1/2)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Date

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
AdditionalTax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.23 Notification for Tax Collection (Branch) (2/2)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Date

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.24 Additional Tax Assessment (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
      Rate of Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
  Interest forLate Payment

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.25 Reminder Letter of Demanding for Unpaid Tax (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Item

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Additional Tax

Motomi.Fukuo
Typewriter
Interest

Motomi.Fukuo
Typewriter
Total



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.26 Notification for Tax Return and Payment of Non-Filers (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Name of the Enterprise

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax ID

Motomi.Fukuo
Typewriter
Tax Law

Motomi.Fukuo
Typewriter
Notification Letter to Non-Filer



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.27 Invitation Letter (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
TIN

Motomi.Fukuo
Typewriter
Address

Motomi.Fukuo
Typewriter
Invitation Letter

Motomi.Fukuo
Typewriter
Director of Enterprise



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.28 Certificate of Tax Payment (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Name of Tax Official



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.29 Withholding Tax Certification for Person Receives the Payment or Distribution (1/1)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.30 Tax on Salary Certification (1/1)



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.31 Invitation (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Article of 95, 109, 110, 111, 113, 114, and 115 of LOT



Motomi.Fukuo
Text Box
NO.32 Registry Check List (1/1)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Documents for Enterprise Registration

Motomi.Fukuo
Typewriter
I- Taxpayer request for Tax Registratiion shall be filled : 

Motomi.Fukuo
Typewriter
A- Attachment List

Motomi.Fukuo
Typewriter
MOC Registered Letter, form A.A1.A2.A3 (1 copy)

Motomi.Fukuo
Typewriter
MOC Certification (1 original and 2 copies)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Rule of Enterprise (1 original and 1 copy)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Certify Letter from MOC (1 original and 1 copy)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Bank Deposit Sheet (1 copy)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Khmer ID (Khmer Manager 2 copies)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Passport (Foreigner Manager)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Resident Sheet (1 copy)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Photo 4x6 (two) for Patent Certificate

Motomi.Fukuo
Typewriter
Office Rental Contract (1 original and 1 copy)

Motomi.Fukuo
Typewriter
Map to Indiate the Location of Enterprise (1 copy)

Motomi.Fukuo
Typewriter
B- Other Documents as needed to attach

Motomi.Fukuo
Typewriter
C- Forms as needed : File by Taxpayer

Motomi.Fukuo
Typewriter
II- Tax Official of Tax Registration Bureau must vist the business place for proof : 
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Project Objective 

 The project aims to improve; 
a. Institutional capacity of GDT, 
b. Service level of GDT toward taxpayers. 

 The Roadmap Development Team’s objectives are; 
a. Organize short and medium term directions of 

modernization and automation of tax administration.  
b. Develop a roadmap for IT master plan. 

 The improvements shall be achieved through 
Business Process Improvements (BPIs) and IT 
modernizations. 

 The outputs shall lead to an increase of tax revenues. 
 
 
 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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GDT’s Vision & Goal 

► Improve some key tax administration functions,            

more specifically, taxpayer registry, tax return filing and 

payment, tax audit, and tax arrears management, thereby 

increase tax revenue. 

 

► Information Technology shall be engaged for; 
i. Improve work efficiency, 
ii. Modernize and upgrade administration practices, 
iii. Improve taxpayers’ service level. 

 
► The process requires the GDT management to share 

their vision to attain the goal. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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How BPI will increase Tax Revenue 

► R(Tax revenue)  
     = TP (Number of taxpayer)  
     x PA (Tax payable from each taxpayers) 

► BPI does not directly increase tax 
revenue. 

► Saving GDT’s resources enables better 
resource allocations in the entire tax 
administration. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

How to increase tax revenue? How BPI increase T. revenue? 

R = TP x PA 

TP 

PA 

Revenue 2 

R1 

R1 

R2 

BPI 

Better 

Resource 

Allocation 

► Taxpayer 
registration 

► Return Filing 
► Tax Audit 
► Arrear Mgt. 
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Study Framework 

1st In-Country Study Reporting Session 8 

Revenue Mobilization Strategy 

Taxpayer 
Registry 

Tax Return Filing & 
Payment Tax Audit Tax Arrears 

Management 

To Be 

As Is 

Solutions 

Key 
Functions of 

GDT 

GAP 

 Including an assessment of human resources, required skills and budget 

Roadmap for Modernization & Automation 

Workflow Analysis and Issue Identification 

 Promote Efficiency, advancement for Tax Administration 
 Improve Tax Service for Taxpayers  

 ‘’As Is’’ will be identified through Work flow Analysis and issue Identification 
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Study Framework 
Highlighted Questions 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Organization & Capability 

Process Analysis 

Barriers 
 Organizational Structure of GDT 
 Dep’t’s Functions 
 Relation w/ other Ministries 
 Budget Scale & Long-term Plan 
 IT Capability & Industry Climate 

Process Analysis shall be 
performed to following tax items: 
 Tax on Profits 
 Withholding Tax 
 Tax on Salary 
 VAT 
 Property Tax 
Information flow associated to 
each tax items shall be followed 
& Interviewed to Dep’t within 
GDT and other ministries 
whereby needed. 

Barriers are largely divided into 
four categories; 
 Human capability 
 Organizational barriers 
     (inc. absence of 
communications) 
 Lack of Standard/manual 
 Process Duplication 

Issues & 
Troubles IT Roadmap 
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Study Framework 
Process & Output 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Interview WFA 

Quantifiable Data 
Collection 

Information collected with an excel 
format by GDT WG member. 

Comparison and Detailed 
Analysis of Issues and Data 

Conduct further hearing and confirm 
issues and work-loads. 

Work Flow Analysis 

Summary of Analysis 
Identified Issue Ideal Present Solution IT？ 

Taxpayer Registry To Be As Is Solution Yes 
Return Filing To Be As Is Solution No 

Tax Audit To Be As Is Solution Yes 
Tax Arrear Mgt To Be As Is Solution 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

IT Solution/Non-IT Solution 
 Examine TOR for outsource 
 Examine Efficiency 

improvements 

ROADMAP 
Modernization & Automation 

Conduct Interview focusing on flow 
of monthly tax return 

1st In-Country Study Mar. 5 – Mar.28 

1st Work in Japan Mar. 3 – Mar. 18 

2nd In-Country Study Mar. 19 – Apr.12 

3rd In-Country Study  May 18 – Jun.10 

Detailed Analysis 
will be made for 
identified issues 
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Work Flow Analysis 
Objective & Methodology 

► Objective 
► Disassemble GDT’s essential tax administration process flow to 

examine IT measures’ applicability 
► Identify “Bottlenecks” of GDT’s work flow. 

► Methodology 
► Focus work flow of monthly & annually payment and develop work 

flow diagram. 
► Conduct interview to GDT & Tax Branch offices to develop work 

flow. 
 

 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Work Flow Analysis 
WFA Sheet Development 

► Work Flow is summarized 
into 4 segments; 
► Taxpayer Registration 
► Tax Return Filing and 

Payment 
► Tax Audit 
► Tax Arrears Management 

► The results is summarized 
into a series of work flow 
sheet. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Study Framework 
Process & Output 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Interview WFA 

Quantifiable Data 
Collection 

Information collected with an excel 
format by GDT WG member. 

Comparison and Detailed 
Analysis of Issues and Data 

Conduct further hearing and confirm 
issues and work-loads. 

Work Flow Analysis 

Summary of Analysis 
Identified Issue Ideal Present Solution IT？ 

Taxpayer Registry To Be As Is Solution Yes 
Return Filing To Be As Is Solution No 

Tax Audit To Be As Is Solution Yes 
Tax Arrear Mgt To Be As Is Solution 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

IT Solution/Non-IT Solution 
 Examine TOR for outsource 
 Examine Efficiency 

improvements 

ROADMAP 
Modernization & Automation 

Conduct Interview focusing on flow 
of monthly tax return 

1st In-Country Study Mar. 5 – Mar.28 

1st Work in Japan Mar. 3 – Mar. 18 

2nd In-Country Study Mar. 19 – Apr.12 

3rd In-Country Study  May 18 – Jun.10 

Detailed Analysis 
will be made for 
identified issues 
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Work Flow Analysis 
General Findings 

► Work Procedures in GDT are 
mostly “experience” based 
practices. 

► Senior staff’s experiences are 
transferred among staff as a 
procedure. 

► Work-load and resources are not 
balanced in some part of flow. 

► Particularly document collection 
for audit work requires time. 

  
 
 
 
 
 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Absence of documented  
Work Procedures 

Disproportion of Work and 
Resource 
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Work Flow Analysis 
General Findings 

► Information collection within 
GDT requires time. 

► Largely because the data stored 
in particular location and access 
is limited. 

► Longer processing time results 
in longer waiting for taxpayers. 

► Addressing issues will improve 
taxpayers’ satisfactory levels. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Information Collection 
requires time 

Longer waiting time for 
taxpayer 
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Work Flow Analysis 
Findings Summary 
► Following findings are reported in the Interim Report and annexed Roadmap 

(draft). 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Procedures 
 
Issues 

Registration Return Filing and 
Payment Tax Audit Tax Arrears 

Management 

1. Standardize 
Procedures 

Information matching 
with other 
information sources. 

Not standardized 
procedures of return 
document reception 

Fair & accountable 
selection criteria and 
procedures 

Not standardized 
procedures  for 
arrear collection 

2. Information 
Sharing 

Data sharing and 
access rights 
allocation 

Ditto Results of tax audit 
are not shared within 
GDT. 
 

Imperfect registration 
record makes arrear 
collection work 
difficult. 

3. Shortcomings 
of Procedure 

Approval processes 
are redundant. 

Calculation check  
shall be improved 

Arrear information 
forwarded without 
preliminary 
screening. 

Arrear department is 
responsible for large 
amount of  
information check. 

4. Enhance 
Promotion 

Raising taxpayers’ 
awareness. 

Raising taxpayers’ 
awareness. 

Raising taxpayers’ 
awareness. 

Raising taxpayers’ 
awareness. 
. 
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Findings: Procedures 
1. Taxpayer Registration 

To Be 
Correct and comprehensive taxpayers' 
registration shall be maintained to realize fair and 
proper tax administration.  

As Is 
Taxpayer’s information is not fully updated in timely 
manner. Relocated or business-closing taxpayer’s 
information need to be updated to avoid non-
collection, or appeared as an active taxpayer. 

Possible Solution 
GDT shall maintain taxpayers’ information with 
relevant government institutions and conduct 
periodical and regular checking. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Findings: Procedures 
1. Taxpayer Registration 

A Company 
 
B Company 
 
C Company 
… 

A Company 
 
B Company 
 
C Company 
… 

Taxpayer Registry Taxpayer Registry 

► Inaccurate taxpayer registry  will result in 

inaccurate tax revenue projection. 

TP 

PA 

Reporting Business Closure 
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Findings: Procedures 
2. Return Filing and Payment 

To Be 
Self-assessment and return filing process is a 
voluntary tax filing processes based on taxpayer’s 
correct understanding on Law on Taxation.  

As is 
Taxpayers’ return filings in some unit are not 
checked and possibly fails to cover entire 
taxable amount.  

Possible Solution 
GDT shall stipulate roles and responsibilities of 
return filing checking and its processes.  

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Findings: Procedures 
2. Return Filing and Payment 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Findings: Procedures 
3. Tax Audit 

To Be 
Tax audit aims to retain a fair and proper tax 
administration by conducting accountable tax audit 
to improve taxpayers’ compliance. 

As Is 
Tax audit performed in GDT is not accountable 
enough to  stipulate audit target selection criteria. 

Possible Solution 
GDT shall conduct tax audit to all high risk 
taxpayers with clearly stated target selection criteria 
to retain an accountable tax administration. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Findings: Procedures 
3. Tax Audit 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

► High Risk 
► Difficult to collect 

► Low Risk 
► Relatively easy to 

collect 

Fair & Proper Tax System (?) 

Company 
Selection 
Criteria 
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Findings: Procedures 
4. Tax Arrear Management 

To Be 
Tax arrear management requires to understand each 
arrears' collectable amount through judging arrears' 
collectability. 

As Is 
Current arrear management is not well coordinated 
with other government institutions and within GDT 
to apprehend arrear collection. 

Possible Solution 
GDT shall establish a process to coordinated with 
other governmental institutions for better arrear 
management including an operation of enforcement 
measures. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Findings: Procedures 
4. Tax Arrear Management 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

► Increase chances of arrear collection arrears' collectability shall be apprehend. 

A Company 
 
B Company 
 
C Company 
… 

List of Tax Arrears 

Commercial Banks Gov’t Institutions 

Application of  
Enforcement Measures 

&  
Within 
GDT 
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Work Flow Analysis 
Findings Summary 
► Following findings are reported in the Interim Report and annexed Roadmap 

(draft). 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Procedures 
 
Issues 

Registration Return Filing and 
Payment Tax Audit Tax Arrears 

Management 

1. Standardize 
Procedures 

Information matching 
with other 
information sources. 

Not standardized 
procedures of return 
document reception 

Fair & accountable 
selection criteria and 
procedures 

Not standardized 
procedures  for 
arrear collection 

2. Information 
Sharing 

Data sharing and 
access rights 
allocation 

Ditto Results of tax audit 
are not shared within 
GDT. 
 

Imperfect registration 
record makes arrear 
collection work 
difficult. 

3. Shortcomings 
of Procedure 

Approval processes 
are redundant. 

Calculation check  
shall be improved 

Arrear information 
forwarded without 
preliminary 
screening. 

Arrear department is 
responsible for large 
amount of  
information check. 

4. Enhance 
Promotion 

Raising taxpayers’ 
awareness. 

Raising taxpayers’ 
awareness. 

Raising taxpayers’ 
awareness. 

Raising taxpayers’ 
awareness. 
. 
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Findings: Issues 
1. Standardize Procedures 
► Guidelines and Manuals are developed but not formalized. 
► Modification and further edition shall be encouraged to standardize the work 

procedures of GDT. 
► Further edition requires to formalize the documents reflecting changes of 

regulations, procedures and responsibilities. 
 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Name of Document Issuance date Author Status 

Value Added Tax Audit Manual TBC GDT Draft 

Taxpayer Services Manual Dec. 2012 
Nov. 2004 

US Treasury Draft 

VAT Instruction on the Implementation Oct. 1998 GDT Draft 

Audit Manual 2002 IMF Draft 

Tax Arrears Manual Varies US Treasury Draft 
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Findings: Issues 
2. Information Sharing 
► Communication issues exists at 

1. Absence of information sharing with other organizations. 
2. Limited access to centralized Database 
3. Information sharing is not active within GDT.. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

GDT 
Database 

Government 
Organizations 

NBC 
Commercial Banks 

► Data are unilaterally entered into database. 
► Access/sharing information within GDT is limited. 

► Discussion/Negotiation with external 
organizations are explored to transfer 
electronic data. 

MOC’s Corporate Registered data is shared 
monthly basis with “hard-copy”. The 
information sharing will be accelerated by 
sharing soft-copy. 
Tax on Means of Transportation  should be 
shared with Ministry of Public Work and 
Transportation 
Property Tax Data should be shared with 
Ministry of Land Management, Urban 
Planning and Construction 



Page 28 

Findings: Issues 
3. Shortcomings of Procedures 

► Possible changes are proposed to reduce inefficiencies of work procedures. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

Processes Registration Return Filing Tax Audit Arrear 
Management 

Issues VAT# Issuance Filed Tax Amount 
Checking 

Audit Results 
Sharing/Reporting 

Notification letter 
sending 

Descriptions 1. Approval processes 
are redundant 

2. LTD/Branch and 
TSTAD involves 
similar registration 
processes. 
(inefficient) 

1. No system avoids 
correct amount of 
return filing. 

2. VAT Cross Checking 
requires long time. 

Tax Audit bureaus of 
LTD/Branches and 
EAD do not share audit 
results each other.  

Tax Arrear remainder is 
executed by physical 
basis and requires to 
waste time. 

Solutions 1. Define robust VAT# 
issuance processes 
to streamline 
approval flow. 

2. Consolidate into 
single window 
approval processes. 

1. Addition of 
calculation functions 
in return filing forms. 

2. Cross-checking of 
VAT with an IT 
solutions. 

Information sharing 
shall be expedite 
through network based 
or data-based 
information sharing. 

Remainder addressed 
to agreed tax arrear 
shall be carried out by 
telephone to save GDT 
staff's resources. 
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Findings: Issues 
4. Promotion 

► GDT’s initiatives to promote taxpayers’ conveniences are 
highly admirable. 
► “Android” application for calculating Means of Transportation Tax. 
► Filing Due Date sign board. 

 
► Taxpayers’ IT literacy shall be examined to weigh the 

usefulness of promotional tools. 
 

► Blueprint and Annual Work plan of Taxpayer Service shall 
be developed for raising an awareness of taxpayers. 
 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Roadmap 
Relation of Roadmap & IT Master plan 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

IT Solutions Quasi-IT 
Solutions 

Non-IT 
Solutions 

Review of Organizational Structure 

Work Flow Analysis 

Roadmap for  
Modernization & Automation 

► Organizational Change 
► Reallocation of Authority 

IT Master Plan 
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Roadmap 
Stage of Development 

Short Term 
Stimulate tax revenue 
through efficient tax 
administration and 
better service to 

taxpayers. 

Medium Term 
Further stimulate tax 

revenues through 
modernization with 

system installation and 
facilitate taxpayers’ 

convenience. 

Long Term 
Increase tax revenue 
through advanced IT 

system and its 
operation 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

► The Roadmap expect following achievements 

Oct. 2014 ~ Dec. 2015 Jan. 2016 ~ Dec. 2018 Jan. 2019 and afterwards 
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Roadmap 
1. Taxpayer Registration 

► Reinforce registered taxpayers’ information quality 
through 
► Periodical update and information sharing with governmental and 

private organizations 
► Standardize procedures 
► Announcement to taxpayers 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

S
ho

rt Standardized & 
Simplified  
procedures 
Periodical & 
Regular 
information sharing 
Announcement to 
taxpayers 
 

M
ed

iu
m

 Information sharing 
is based on “soft-
data”. Lo

ng
 Systematic 

information sharing 
implemented. 
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Roadmap 
2. Return Filing 

► Develop a basis of future E-filing & VAT cross-checking 
through; 
► Process formulation for system’s design specification 
► Develop softcopy and calculation function built-in to processing 

documents 
 

 
Consultation Workshop, 1st July 2014 

S
ho

rt Standardized   
procedures 
Format’s electric 
copy & calculation 
function built-in for 
Return Filing & VAT. 
Data base connect 
to other 
organizations 
 

M
ed

iu
m

 Introduce E-filing 
Introduce VAT 
cross-checking 
system. 

Lo
ng

 Operate and 
maintain the system. 
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Roadmap 
3. Tax Audit 

► Reinforce accountability of audit practice through; 
► Stipulate clearer audit standard and selection criteria, 
► Improve data accessibility to shorten preparation period and 

quality of assessment. 

 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

S
ho

rt Standardized   
procedure & audit 
target nomination 
criteria. 
Assess 
accessibility to 
centralized 
database. 
 
 

M
ed

iu
m

 Establish a system 
to collect audit-
related data from 
other government 
institutions and 
organizations. 

Lo
ng

 Obtain audit-
related information 
from other  
government 
institutions and 
organizations. 
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Roadmap 
4. Tax Arrears Management 

► Arrear management shall be managed as a part of 
taxpayers’ information in future. It can be realized through 
immediate actions such as; 
► Standardize procedures 
► Arrear list’ management improvement 
► Education and enforcement to taxpayers of its penalty. 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

S
ho

rt Standardized   
procedure 
Improve arrear list’ 
management 
practices 
Promotion of 
penalty to 
taxpayers 
 

M
ed

iu
m

 Obtain arrear 
related soft-data 
from other 
government 
organizations 

Lo
ng

 Integrated 
management with 
taxpayer’s registry 
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Roadmap 
Directions of prioritized IT Measures 
► JICA Study Team recognizes the Roadmap dedicated to enhance GDT’s 

Modernization and Automation in line with the Revenue mobilization Strategy.. 
► Measures requires prerequisites to effectively operating proposed systems. 

 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

GDT’s Goals of 
Modernization and 

Automation 

JICA Study Team’s 
Roadmap Tasks 

E-Filing 

VAT Cross-checking 
System 

Data Processing 
Center 

Provide calculation func. in filing 
forms of the website 

Install computers to each tax 
office. 

Establish Data Processing 
Center to manage integrated 
data 

Provide electronic forms for 
sales/purchase invoice. 
(for large taxpayers) 

► Processed data are shared/stored with 
appropriate indexes. 

► Processed data are accessible/shared among 
required organizations both internally and 
externally. 

► VAT# are managed appropriately. 
► Associated processing formats are electrified. 
► Submitted data are appropriately indexed for 

cross-checking. 

► Taxpayers are accessible to e-filing. 
► Taxpayers are managed appropriately. 
► System’s O&M costs are bearable for organization 

in terms of financial and human resources. 
(Common to all system development) 

Conditions to be considered 
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Conclusion 

► The study team confirms organization-wide efforts and mind-set 
change to increase tax revenue by improving various administration 
processes. 

► The study team also welcomes the GDT’s initiatives to implemented 
actions consistent to JICA team’s suggestions. 
 

► The study team reminds GDT to consider fully of its future IT 
investment picture. IT expenditure should be backed by an attentive 
design process to lead a successful integrated system installation. 
 

► The study team also reminds the importance of sharing organization-
wide issues recognition to lead successful modernization and 
automation. The BPI requires unified will of change. 
 

Consultation Workshop, 1st July 2014 
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Q & A Session 

Consultation Workshop, 1st July 2014 



Consultation Workshop for Roadmap 
Development of Modernization and 
Automation of Tax Administration in 
Cambodia 

Project for Capacity Development of  
General Department of Taxation  
under the framework of PFM reform 
 
1 July 2014 



Consultation Workshop for Roadmap Development of 
Modernization and Automation of Tax Administration 

in Cambodia 

P R O J E C T  F O R  C A P A C I T Y  D E V E L O P M E N T  O F   
G E N E R A L  D E P A R T M E N T  O F  T A X A T I O N   

U N D E R  T H E  F R A M E W O R K  O F  P F M  R E F O R M  
 

1 July 2014 



MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE 

3 
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 Overview of General Department of Taxation (GDT) 
- IT Systems 

 Database Systems 
 Network Infrastructure 
 Web Systems 
 GDT - IT Challenges 
 GDT - Plan 
 Conclusions 
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o IT Transition Plan: 
 A transition plan written by IMF/WB experts 

(2004 - 2005). 
 DIT translated this document from English into 

Khmer language (2008 - 2009). 
 Dr. KONG Marry of DIT wrote a 39-pages 

short/medium term road map in Khmer 
(approved by H.E Director General in Nov 
2013). 
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o Technology: 
  Microsoft Access as front-end (user interface) 
  Microsoft SQL server as back-end (data store) 

o Data Centralization: 
 Data collected via fiber optic VPN connection at 

anytime and manually integrated (7 Tax Branches - 

Khan). 
  Data collected via e-mail and manually 

integrated at end of each month(26 Tax Branches - 

Khan/Province). 
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o There are 5 main applications, developed and 
operated at 33 branches, and 5 departments: 

 
i. Self Assessment System (SAS) 
ii. Data Centralized System (GDTSAS) 
iii. Official Assessment System (OAS) 
iv. Property Tax System (ProTax) 
v. Tax on Means of Transportation System (TMTS) 
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o Now, the Data Connection among DLT, 7 branches 
(Khan) and other 26 branches (2 Khans and 24 
Provinces) has not been established yet. The 2 
ways of collecting and integrating data: 
1. by LAN and fiber optic VPN (1 DLT, 7 branches - 

Khan), done by DIT officers. 
2. by e-mail at the end of each month (26 

branches - Khan/Province), done by branches 
and DIT officers. 
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o Network Infrastructure: 
 Local Area Network (LAN) setup and fiber optic 

links from level 2 to level 7 in GDT’s building. 
 LAN in each branch setup and Wide Area 

Network (WAN) through fiber optic VPN links for 
data transmission to GDT (7 branches only - 
stage 1). 

o Server Room: 
  Non-standardized server room (4.5 x 5.8 x 3.3). 
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o GDT’s website has 2 languages - Khmer and 
English. 

o In early 2010 the Khmer version was published. 
o In early 2012 the English version was published. 
o Server is being hosted by 3rd party company in 

USA. 
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o Website Functions: 
 Improve taxpayer service. 
 Publish new legal and official letters to inform 

to taxpayer. 
 Notify taxpayer of Tax Return due dates 
 Tax Filing periods. 
 Tax Return form of all tax types (in late 2012). 
 Law, Sub-Decree, Prakas, Circular, and 

Notification. 
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o Human Resource: 
 IT officers have limited knowledge and lack 

quantity. 
 Constraints of IT knowledge skills among 

officials 
o Funding Support: 
 Budget approved slower than proposed 

projects (late 6 months - 1 year…) and still 
limited. 

o Infrastructure: 
 IT Infrastructure not standardized. 
 Security has never been given priority. 

GDT - IT Challenges 
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19 GDT - IT Challenges (Con’t) 

o GDT Master Plan: 
 The road map has never been a concrete one. 
 Action or project have been done based on 

immediate demands, thereby creating problem 
to system integration. 

 IT for tax administration is not a total work of 
DIT. Thus, active collaborative work among 
departments concerned is still required. 
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o GDT management has acknowledged the 
importance of modernization and automation of 
its tax administration. 

o Modernization and automation project has also 
been put on its Action Plan / Working Group / and 
Revenue Mobilization Strategy (RMS). 

o However, GDT needs a concrete road map of how 
its modernization and automation should be 
processed based on priority, phase, etc. 
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o The master plan required thorough studies on the 
workflow of all departments concerned to fit the 
new automation process. 

o GDT is going to recruit more IT staff in Nov 2014. 
o GDT has asked JICA to help improve and promote 

technical skills of its IT officers. 
o GDT has also asked all donors to support the IT 

infrastructure due to the limited budget. 
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o While waiting for assistance from donors, GDT 
plan for short and medium term: 
 Link WAN (stage 2) to 18 branches. 
 Develop E-Filing system for DLT. 
 Build infrastructure of Data Center to be Tier2 

level (4.5 x 11.4 x 3.3). 

 Build Document Center and develop Scanning 
system to transform documents from hard to 
soft data. 
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o Current IT infrastructure has been helping GDT 
but with limited functions and growing demands, 
more advanced development are needed. 

o Data should be used more extensively for 
auditing process such as data mining. 
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o To have a standardized IT systems, it is important 
to launch modernization and automation project 
covering all departments concerned. As a result, 
a concrete road map must be drawn. 

o Funds must be put in either from development 
partners or from the government. 
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Directions of IT Master Plan 

Consultation Workshop, July 1, 2014 

 
JICA Roadmap Study Team 

 
  Katsunori Sakai（PMP） 
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【Data collection】 
ITD officer collect and integrate data via fiber 
optic local loop connection at anytime. 

【DAUN PENH Tax Branch】 
・The data in C drive is manually copied to D drive for 
backup everyday. 
・The PCs have its own  disk.(about 1TB , non-RAID) 
・There is no external disks. 
 

 
The Current IT Architecture of the GDT 

Consultation Workshop, July 1, 2014 

SAS DB OAS DB Pro Tax DB 

7 Tax Branches in Phnom Penh SAS DB OAS DB Pro Tax DB 

24 Provincial Tax branches 

Personal Computers 

Personal Computers 

【Client】 Access 

【Server】 
OS: Windows 7  
DB: SQL Server Standard 

Optical Fiber Connection 

Data Centralized 

System(GDTSAS) 

ITD 

TMTS DB 

【Server】 
HW: IBM Blade Center S 
（Storage: DS3200 / LTO4 Tape Device） 
OS: Windows  Server 2008 R2 
DB: SQL Server Standard 

【Server】 
（Not Sure） SAS DB 

LTD 

Personal Computers 

【Server】 
OS: Windows  Server 2003 
DB: SQL Server Standard 

Private Company Network 

Web System 

Developed 
by a team 
selected by 
the DG. 

【Server】 
OS: Windows 7  
DB: SQL Server Standard 

【Client】 Access 

【Client】 Access 

ITD plans is 
expand 
current  
server room 
and furnish 
Tier 2 Data 
center. 

LAN 

【PC for Development】 
Language: Visual Basic / Visual Basic 
Application/ Transact-SQL 
Development Environment: Visual Studio 
※ No Server for development. 

【Data collection】 
Tax branch officer collect data and 
send it via e-mail at end of each month. 
And ITD officer integrate data. 

SAS DB OAS DB Pro Tax DB 

2 Tax Branches in Phnom Penh 

Personal Computers 

【Client】 Access 

【Server】 
OS: Windows 7  
DB: SQL Server Standard 

Internet 
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IT Master Plan 
Schedule for IT Master Plan 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

1st Phase 

2nd Phase 

Non-IT based 
Solutions 

1st Development Phase 
Planning 

BPI 
Business 
Process 

Improvement 

1st Development 
Phase 

Procurement 
System 

Development 

2nd Dev’t Phase 
Planning 

BPI 
Business Process Improvement 

2nd Dev’t Phase 
Procurement/ 
System  Dev’t 

IT Master Plan Coverage 

1st and 2nd phases are implementing IT-based solutions. 
1st phases are “modification and “”additional” changes 
2nd phases involves  fundamental changes of database’s structure 
2nd phases will be implemented after the BPI . 
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IT Master Plan 
Major Elements of Schedule for IT Master Plan 

Consultation Workshop, 1st July 2014 

1s
t  P

ha
se

 
2n

d  P
ha

se
 

N
on

-IT
 

S
ol

ut
io

ns
 

1st Development Phase Planning 
 
・Install calculation function in return 

filing form. 
・Set up PCs in tax offices for return 

filing 
・Establish Data center for 

centralized data storage. 

BPI 
Business Process 

Improvement 
 

・Standardization of 
procedures & 
guidelines. 

・Promotion of 
Information Sharing 

 (Internal/External) 
・Simplified Procedures 
・Enhance Promotional 

Activity 

1st Dev’t Phase: 
Procurement/System Dev’t 

 
・Specification Design 
・Quotation 
・WBS (Work Breakdown Structure) 
・Schedule/Phase Development 

BPI Business Process Improvement 

2nd Dev’t Phase: Planning 
 
・Specification Design 
・Quotation 
・WBS (Work Breakdown 

Structure) 
・Schedule/Phase Development 
 

2nd Dev’t Phase: 
Procurement/System Dev’t  

・Application Design 
・Application Development 
・Infrastructure Design 
・Infrastructure Development 
・Trial Run & Training 

2019 Jun ‘15 Nov ‘14 Sep ‘15 

Resource Mobilization Strategy 2013-2018 



Page 32 

The following diagram describes the ideal Tax Administration System. 

<Reference> 
 Tax Administration System (To-Be) 

GDT/Tax Branches 

System Interfacing with Taxpayers 

E-Filing / Payment 

System Interfacing with  
External Institutions 

Financial Institutions 

Related Gov. Institutions 

External System Tax 
Return 

  
  
 Taxpayer  
 Basic 
 Information  
 Management 
 
 

Operational System 
                   

 
 Tax  
 Management 
 
 

  
 
 Tax Arrears  
 Management  

 
 

Tax Administration System 

Taxpayer 
Information 

Tax Mgmt 
Information 

Tax Payment 
/ Tax Arrears 
Information 

Informational System                  
  
 
 Information Management 

 
 

  

Information 
For Audit 

Tax 
Certificate 

Tax 
Certificate 

Tax Return 

・NBC 

・Online Taxpayer Registry Function 
・Online Tax Return Function 
・Online Tax Payment Function 
・Online Tax Receipt Issue Function 

・MOE/ GDCE 
・Local  Gov. 

1 

2 

4 
3 

7 

Registry 
Document 

Report Report 
5 6 

Non-Financial Institutions ・Payment Service  
    Agency etc. 

Financial 
Statement 

8 

Financial 
Statement 

Tax Receipt ・Servers at Data Center 
・Centralized Database 

Sales 
Purchase 

Various 
Info 
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Q & A Session 

Consultation Workshop, 1st July 2014 



Consultation Workshop for Roadmap 
Development of Modernization and 
Automation of Tax Administration in 
Cambodia 

Project for Capacity Development of  
General Department of Taxation  
under the framework of PFM reform 
 
1 July 2014 



Prakas（省令）に示される GDT各局の役割 

大規模納税者管理局  省令 931号 3条 

3条 大規模納税者管理局は、全土の申告納税制度（納税者自身が申告書を提出する制度）

による大規模納税者の管理を担う。大規模納税者とは、 

- QIP：Qualified Investment Project 

- 外国企業、多国籍企業の支社 

- その他、売上高が 1,000百万リエル超の事業者 

を指す。 

 

4条 大規模納税者管理局は、以下の六課から構成される。 

- 納税者サービス登録課 

- 申告納税課 

- 第一調査課 

- 第二調査課 

- 第三調査課 

- 滞納管理課 

全ての課は、課長と数名の副課長により率いられる。 

 

5条 納税者サービス登録課は、以下の役割と責任を持つ。 

- 納税者サービスに関わる戦略立案と業務目標を調えること 

- 執行したプログラム及び予算から達成された結果を画定すること 

- 納税者を記録し、税法に記されている納税者番号を発行し、パテントタックスを発行

し、納税者簿を記録し、納税者情報に変更ある場合、随時にコンピューターに記録す

ること 

- コンサルテーション、問い合わせに対する回答を含み質問に回答し、納税書式、法令

文書を納税者に提供すること 

- 納税者の納税義務理解のための教育プログラムを実施すること 

- 税法に関する啓発のためのセミナーを企画し、もしくは参加すること 

- 主たる納税者との会合を調え、それらの要望事項を把握すること 

- 納税者に提供されているサービスの品質管理を目的に品質管理結果を実施、管理する

こと 

- 納税者へのサービス提供改善のためのプログラム管理を実施すること 

- 納税者データを ITシステムに収納することを強化すること 

 

6条 申告納税課は、以下の役割と責任を持つ。 

- 申告納税に係る政策とプラグラムを実施すること 



- 全ての種類の申告納税様式を受領し、様式記載が完全であり、かつ申告額が正しいこ

とを確認すること 

- 納税者から提出されているすべての申告様式を管理確認し、机上調査あるいは調査の

実施のために何等か定常的でない申告が見られないかの確認をすること 

- カンボジア中央銀行からの送付書類の精査を通じて、同行との入出金管理を行うこと 

- 税収データをコンピューター・システムに入力し、国庫への税収受に関するデータを

整え、大規模納税者管理局と国税局への報告を行うこと 

- 以下の書類管理を行うこと 

1. 税務調査課へ VAT還付請求者 

2. 税納付の書類を提出したものの納付事実の無く、金利が発生している納税者のリ

ストを作成し、滞納管理課に回付すること 

3. 申告納税、税支払が成されていない納税者に対して、督促状を発状するための未

納税者リスト 

 

7条 第一、第二及び第三税務調査課は、以下の役割と責任を負う。 

- 税務調査に関する体制を調えること 

- 執行されたプログラムと予算から達成された結果を記録すること 

- 税務調査プログラムと調査員の行った調査結果について記録すること。この時の税務

調査とは、すべての税目と税務調査の種類、業種を含む。 

- 納税者が税法を尊重するよう調査プログラムを実施すること 

- 調査プログラムを整備し、机上調査の準備を整えると共に関連する書類を整備するこ

と 

- GDTの施策に基づいて納税者の正確かつ適時の納税について監督すること 

- 調査の結果とそれにより生じる変更点について、納税者に仔細に知らせること 

- 各納税者に対する調査報告書を最終化し、報告書を別のグループのレビューに付すこ

と。このグループは、すべての調査業務を再検討し、調査の目的に則って品質と精度

が担保されるよう再評価を実施するとともに、組織としてこうした業務に必要な能力

のトレーニングを実施する。 

- 税額再評価の結果を滞納課と申告納税課に通知すること 

- 情報管理を通じて、各調査人の業務管理とフォローアップを行うこと 

- 月次、三か月後、半期、年次で調査プログラムの活動報告書を GDTに提出すること 

- 調査の実施に関してより良い政策、計画、調査の実施についての課題抽出を行うこと 

- 調査プロセスの実施に関して必要なトレーニングの提供と課題抽出を行うこと。 

 

8条 滞納管理課は、以下の役割と責任を負う。 

- 滞納管理・回収プログラムと違法な滞納について回収施策を実施すること。 



- 滞納ある納税者名のリストを、ITシステムを通じて作成し内容を申告納税課、税務調

査課との間で調えること 

- 滞納ある納税者に対する書類の作成を行うこと 

- 滞納回収に関する書状の送付を行い、滞納督促に関するレターを発状すること 

- 月次、三か月毎、半期、年次での滞納管理・回収のアクションプランを作成すること 

- リスク管理を通じて、滞納ある納税者のうち犯罪意図のある納税者を選び出すこと 

- 滞納を支払わない納税者に対する最終督促状を発状すること 

- 滞納ある納税者に電話連絡しその状況を把握すること 

- 滞納ある納税者についての書状を確認すること 

- 滞納督促プロセスにある納税者を訪問し、納税者に支払いを促すこと 

- 滞納管理プロセスの改善を追跡記録し、滞納ある納税者について記録を残すこと 

- 他の部局からの情報を入手し、滞納ある納税者についてその情報を確認し、滞納ある

納税者の支払い能力について検討すること。 

- 滞納管理督促を実行するに当たって、他の政府省庁、民間組織へのレターを調えるこ

と 

 

税務管理局  省令 935号 3～5条 

3条 税務管理局は、以下の三課から構成される。 

- 第一管理課 

- 第二管理課 

- 調査情報収集課 

各課は課長と副課長に率いられる。 

 

4条 第一管理課は、中央（Central Level））とプノンペン市内の全税務署を管理する役割

を担う。 

- 第二管理課は、地方と各都市の税務署を管理する役割を担う。 

- 第一管理課と第二管理課は、GDT各課が効率的にその職責を果たせるようにするため、

各局の実施する業務を評価する役割と責任を持つ。その職責を果たすため、第一管理

課と第二管理課は、GDT職員の活動内容の評価を下すため、文書と設備を確認する権

利を有する。 

 

5条 第一管理課と第二管理課の役割と責任は、 

- MEFと GDTの業務実施に掛かるワークフローと法律文書を管理すること 

- 職員に提供される人材、交通手段、財政措置などを管理すること 

- GDT 及び各省に提供される情報の正確さを管理すること 

- 税計算、納税、滞納管理及び税額、税収、滞納額の計算、管理の正確さを監視（Observe）



すること 

である。 

通常の業務の流れでなく実施されている事象を検出した場合、納税管理局は GDT局長

に報告し、税収増に努める。納税管理局は、実施された改訂が引き続き適用されるよ

う監視を継続せねばならない。 

 

6条 調査情報収集課は、以下の役割と責任を担う。 

- 税務調査の実施のため、告示、法律文書及び手法の整備などを通じて、調査情報収

集の手段を整備し、納税者の情報を他省庁、組織、企業等第三者から入手する手段

を調えること。 

- 他省庁に登録されている企業の情報を収集し、GDTに登録されている企業リストと

比較すること。 

- 調査を実施しプンペンと地方都市の納税者に関する統計情報を調えること。 

- 現在の業況を参照し、事業売上高の再確認を行うこと。 

- 事業者を訪問し、（１）納税者登録、（２）申告提出（３）請求書管理（４）売上記

録（５）文書管理が適切に行われていることを確認する。不適切な取扱いが検出さ

れた場合には、調査情報収集課は、GDT管理者に対して検討を促すよう報告するこ

と。 

- 局長からの指示に基づき、収集されたデータと情報に基づいて共同調査を実施する

こと 

 

企業調査局   省令 165号 1条 

1条 企業調査局は、申告納税制度に基づくすべての納税者を対象に包括調査を実施する役

割を担う。企業調査局の役割と責任は、 

A) 国の調査に関する体制、計画、戦略、優先順位、目的の立案を整備すること 

B) 納税者のデータ、情報を中央部局（Central Department）主要組織、関係政府機

関から収集し、調査プログラムの立案に際してリスク判断を下すこと。 

C) 調査計画、調査プログラムを整え、リスクの高い納税者の調査に対応する調査人

のリストを作ること 

D) 調査結果に基づいて、納税者の申告額についての考察を文書提示し、担当部局に

回付すること 

E) 月次、三か月次、半期、年次での調査実施報告書を調えること 

F) 調査の実施についての改善、プログラム改善、システム改善についての改善提言

を行うこと 

G) 各調査プログラム、調査作業、調査結果を再確認し、調査方針の再評価、調査人

評価を実施すること 



H) 全土の申告納税者に対する調査実施の政策、計画、戦略、その他、調査に関する

告示を整備すること 

I) 脱税、移転価格脱税記録等、国際的調査の実施に関する政策と法手続きを電子シ

ステムを通じて確立すること。 

J) 教育プログラム、調査人トレーニングプログラムを整備すること 

 

情報通信局  省令 933号 3条 

3条 情報通信局は、以下の三つの課から構成される。 

- 分析プログラム開発課 

- システム管理課 

- ウェブ開発課 

 

法務統計局  省令 929号 3条～7条 

3条 法務統計局は、以下の四課から構成される。 

- 法務課 

- 国際税課 

- 訴訟課 

- 統計移転税制課 

各課は課長もしくは何名かの副課長に率いられる。 

 

4条 法務課は、以下の役割と責任を負う。 

- 税分野に係る法律と規則の素案を調えること。 

- 現状の法律、政省令、告示に不足する法令を調え、起案をすること。 

- 税制及び税に関する法令に係る問題への対策を講ずること。 

- 税に関わる法律、文書をクメール語及び外国語文書でまとめること 

 

5条 国際税務課は、以下の役割と責任を負う。 

- DTAの会議に備え、その議論に参画すること。 

- 国際機関、外国政府との税制に関する協力を調えること。 

 

6条 訴訟課は、以下の役割と責任を負う。 

- 苦情（complaint）に対応するための税制、戦略、プログラムを調えること。 

- 納税者の苦情に関するガイドライン、法律文書様式を調えること。 

- 年次の苦情対応計画を調えること。 

- 苦情申し立てに関する取り組み及びその実施による結果を把握すること。 

- 税法に関する遺漏、脆弱性を特定し補うこと。 



- 納税者と GDTとの間で生じた苦情に対応すること。 

- GDT局長の決定、大臣に提出される決定を調えること。 

- 裁判所との関係構築を行うこと。 

- 苦情処理プログラムの実態を把握するため、統計情報をまとめること。 

- 局の管理に関する情報・報告書を調えること。 

- 納税者からの苦情申し立ての傾向及び意見聴取の結果を把握すること。 

- 納税者調査に関してすべての苦情申し立ての統計収集を行うこと。 

- 訴訟課に従事する職員の教育プログラムを立案し、実施すること。 

 

7条 統計譲渡税課は、以下の役割と責任を負う。 

- 短期、中期、長期に亘る税制、戦略、税収推計を調えること。 

- 税制、戦略、税収推計の手法を調えること。 

- 税申告に係り、税制と、戦略とそのやり方、ガイドラインを調えること。 

- 申告納税・推計課税に関する納税者の統計情報を整え、税計算の手法を調えること。 

- 当該期間について税収計画を立案すること。 

- 税収の結果について、毎月、四か月毎、半期、年次で計画との比較を行うこと。 

- 局管理のための報告書を調えること。 

- コンピューター・システムの導入の必要性を検討し、決定すること。 

- 集計、統計、計画立案の運用システムを導入すること。 

- プノンペン市内の七か所の税務署に代わって、プノンペン市との間で税務に関する意

見交換に参加すること。 

- 全ての種類の譲渡税とプノンペン市内の未利用土地税の税徴収を進める。 

- 譲渡税と未利用土地税について税務当局職員に対して、税額計算、統計、計画につい

て教育を整備すること。 

 

総務局 （Personnel and Administration-Finance Department）省令 934号 3条～7条 

3条 総務局は、以下の四課から構成される。 

- 人事課 

- 総務経理課 

- 儀典課 

- 税務大学校 

各課は、課長と数名の副課長が管理する。 

 

4条 人事課は、以下の役割と責任を負う。 

- 税務署職員について、その業績を確認し、賞罰を与えるとともに税所職員を保護する

ための政策、手法と関連する文書を調え、それを運用すること。 



- 給与、恩典、家族手当、社会保障、休暇、年次考課を調えること。統計を管理し、毎

月、三か月毎、半期、年次ごとに税所職員の給与資料を作成すること。 

- 昇格、交代、辞職、退職などの動きについて経済財務相に提出し、決定を仰ぐこと 

 

5条 総務経理課は、以下の役割と責任を負う。 

- 総局長とすべての副総局長の日常業務を支援すること。 

- 総務経理分野の政策、手法、ガイダンスを調えること 

- GDT内外の全文書を配布するシステムを構築すること。 

- 図書館を維持、管理し、GDTの施設の維持、管理、営繕を行うこと。 

- 全部局、州、市内税務署が業務を執行するに必要な資金、旅費を提供すること。 

- 税の専門家、組織管理者に必要な文書、記録を発行管理すること 

- 経済財務省から与えられている資金設備が適切に使用され、効果的、効率的な資金使

用を監督すること。 

- 支出・収入に関する記録を、適切、適時に管理士関連する法律文書とも記録すること。 

- 動産、不動産、備品の管理を行い、必要な営繕・補充を行うこと 

 

6条 儀典課は、以下の役割と責任を負う。 

- GDTにおける国家行事（祝祭日）、海外との行事等、礼典を準備すること 

- 国内外の来賓を受け入れ、諸国代表団との交流を準備すること 

- GDT内における署名式と署名文書を調えること 

- 会議場その他、セミナー開催場所の準備を行うこと 

- GDT管理者層が使用する会議室の維持・管理を行うこと 

 

7条 税務大学校は、以下の役割と責任を負う。 

- 税務署職員の教育に関する政策と法令を調えること 

- 過去の教育記録を参照しつつ GDT中央組織（central level）とともに、月例、三か月

毎、半期、年次での教育プログラムを策定し、必要に応じて参加者に修了証を発行す

ること 

- 教育プログラムを提供するとともに頻繁に税務署職員の勤務実態をモニターすること 

- GDT経営層、税務署職員に対して経済、財務、税法、情報技術及び外国語などの様々

なスキルについての教育機会を設けること 

- 教育資料、訳文、設備を研究部門と連携し、改訂・改良すること 

- 調査研究成果を集積、印刷し、コンピューター・システムに税法関連資料を保管する

こと 

- 総務経理関連分野で必要な情報について、政策、法令、その他文書などを整備するこ

と 



- 動産、不動産を含むすべての資産を適切に管理、補修し、効率的な税務行政が実現す

るよう取り計らうこと。 

- 職員、教授、講師、司書に関する人事記録を管理すること 

- プロジェクトでの予算獲得、を提案するとともに、記録、日次での収支管理を正確、

適時に実施すること 

 

納税者サービス・滞納管理局  省令 950号 3条～5条 

3条 納税者サービス・滞納管理局は、以下の二課から構成される。 

- 納税者サービス登録課 

- 滞納管理課 

各課は、課長と数名の副課長によって率いられる。 

 

4条 納税者サービス登録課は、以下の役割を責任を担っている。 

1. 政策遵法室 

- 納税者登録、登録証交付、信用保証（Business rate issuance）などの発行に際して管

理者の下す決定に関する政策を立案すること 

- 納税者サービスに関する政策とプログラムを立案すること 

- 様式と言語を通じて納税者提供されるサービスについて政策と法的手続きを定めるこ

と 

- 税法の定める納税者の納税義務と順法意識を促すような戦略を立案すること 

- 納税者に対して提供されているサービス・情報に関する調査を実施し、各カテゴリーに

おいて納税者に適切なサービスが提供されるよう取り図らうこと 

- 納税者サービスの提供に関しての内部の法手続きについて、ガイドブックを作成するこ

と 

- 各税目ごとに申告、納税手続きについて一般納税者に対する啓発活動を行いワークショ

ップ、トレーニングなどを実施すること 

- 納税者に対して、リーフレット、マニュアルなどの配布を通じて、啓発に取り組むこと 

- 配布される情報が最新のものであり、一貫性ある情報が提供されるよう確認すること 

- 納税者からの質問へ応対するに当たっての電話、ファックス対応のテンプレートを作成

すること 

- 税務署職員が納税者からの FAQ を集積し、全国の納税者に一貫性ある回答をするため

のリストを作成すること 

- 納税者サービスに関する教育、プログラムを策定すること 

2. 運営室 

- 納税者登録、登録証交付、信用保証（Business rate issuance）などの発行に際して管

理者の判断をモニターすること 



- 年次の納税者サービス計画を立案すること 

- 年次の納税者サービス計画に盛り込まれている施策を実行すること 

- 納税者サービス計画の実施状況を監督すること 

3. 統計情報システム室 

- 運営室を通じて実施するプログラムに関する情報を収集すること 

- プログラムの効果を評価し、適切な資源配分を管理層が実施するための統計情報報告書

を調えること 

- 納税者サービスに関わるコンピューター・システムの精度改善に取り組むこと 

- 納税者への調査と統計情報を通じて、納税者の要望を示すこと 

- 納税者サービスとして優れた取り組みを抽出し、そうした取り組みが全土で実施される

よう取り計らうこと 

- 納税者グループとの間でパートナーシップを構成し、その指示を仰ぐこと 

 

5条 

1． 政策法手続き室 

- 納税者の滞納債権に関する遵法状況を研究すること 

- 滞納債権回収の状況を研究すること 

- 滞納債権回収に関する政策と法手段を開発し、法に従わない納税者に講ずる施策につい

て開発すること 

- 滞納債権回収戦略を実効性あるものとするべく広報すること 

- 債権回収手続きについて、その手順、ガイドライン、様式について開発すること 

- 債権回収に関する教育プログラム・トレーニングを実施すること 

2． 運用室 

- 年間税収計画を立案すること 

- 納税者のリスク判定を基に滞納回収の対象とする納税者を選び、決定すること 

- 滞納債権回収に関する政策・プログラムを実行に移すこと 

- 滞納債権回収プログラムの進捗を管理すること 

 





































































Study of Roadmap Development of Modernization and Automation of Tax Administration
Last Update : 2014/5/9

Schedule

・　 Research and analyze current situations
・　 Determine effective tax administration processes
・　 Develop a Roadmap
・　 Estimate cost and time needed to accomplish development Phase 1

・ Define scope of tax administration processes that need IT implementation to determine budgets
・ Make estimates
・ Prepare WBS
・ Develop Master Schedule for development Phase 1 (includes supply planning)

・ Improve business process (continued)
・ Improve tax administration process
・ Define business requirements in detail

・ Develop fundamental system policies
・ Define scope of tax administration processes that need IT implementation to determine budgets
・ Make estimates
・ Prepare WBS
・ Develop Master Schedule for development Phase 2 (includes supply planning)

・Define Functions
・Determine supply planning
・Purchase supplies

・Design ・Test ・Maintenance
・Development ・Training
・Setting Change

・ Determine supply planning
・ Define system requirements ・ Purchase supplies
・ Define business requirements
・ Analyze data

・ Design application ・ Unit Test / Integration Test ・ Manage system operation
・ Develop application ・ System Test ・ Monitor system
・ Design infrastructure ・ Acceptance Test ・ Maintain application
・ Construct infrastructure ・ Training ・ Maintain infrastructure

2020

Development Phase 1

2016 2017 2018 20192015

1-3 4-6 7-9 10-12

Tasks Details

2014

1-3 4-6 7-9 10-12

Development Phase 2 Processes that are identified as
issues through WFA but can be
improved with IT based solutions
in the medium-term and long-
term are considered to be in the
scope of development phase 2.

Developing a new system that
meets the requirements will be
done in the development phase 2.

The following will be
implemented.
・　E-Filing
・　VAT crosschecking
・　Information sharing with
related ministries

Processes that are identified as
issues through WFA but can be
improved with IT based solutions
in the short-term are considered
to be in the scope of
development phase 1.
 Modification and addition to the
existing system will be done in
Phase 1.

The following will be
implemented.
・Integration of SAS and
individual DB

Development of a
Roadmap

Development of an IT
Master Plan

The roadmap aims to determine
effective business process, to
direct short-term and long-term
strategies of implementing tax
inform system, and to direct
development of IT Master Plan in
order to modernize and automate
the tax administration system in
Cambodia.

The objective of the IT Master
Plan Development is to develop a
master plan for the development
phases 1 and 2 and to improve
business processes based on the
results of the roadmap.

Development of 
Master Plan for 

Development Phase 1 

Operation・Maintenance 

Operation・Maintenance 

Design・
Test・

Training 

Purchas
e of 

Definition of 
System 

Esti
mate 

Purchase 
of 

Design・Development 
Test・Training・ 
Data Migration 

Option for systematization 

・Determine system (data) requirements 

based on DOA（Data Oriented Approach）. 

Business Process Improvement 

Definit
ion of 

Phase １ 

Development of Roadmap 

Phase ２ 

BPI・Development of IT Master Plan 

Phase ３ 

Define Business Requiremnet・Procurement Procedure 

Phase ４ 

IT Investment・Process Management 

Business Process 
Improvement 

Option for systematization 

・ Define business requirements in detail for estimation  

・ Conduct BPI(Business Process Improvement) 

・ Determine whether or not package adaptation is feasible 

Development of Master 
Plan for Development 

Option for systematization 

・ Determine system development methodology （DOA（Data Oriented 

 

・ The following is defined as the target based on the Roadmap. 

  ・ Provide tools withthe same level as the Microsoft Office Suit 

  ・ Integrate physical equipments (DB integration, DPC etc.） 

Schedule for IT Master Plan Development 
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